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I  基本調査分析 

 

１ 医療需給調査 

（１）二次保健医療圏及び病床整備状況 

静岡県は 8 つの二次保健医療圏1に区分され、市立島田市民病院は志太榛原保健医療圏（4

市 2 町）の島田市に位置している。志太榛原保健医療圏は基準病床24,244 床に対し、既存病

床 3,368 床で 876 床の病床不足地域となっている。 

また、静岡県全体の基準病床数に対する既存病床数は、一般病床は 1,361 床の不足、精神

病床 191 床、結核病床 90 床の過剰となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 志太榛原保健医療圏 

基準病床数

病床種別 区域 市町名
基準病床数

（Ａ）
既存病床数

（Ｂ）
過不足
（B－A）

賀茂
下田市、東伊豆町、河津町、南伊

豆町、松崎町、西伊豆町
978 1,140 162

熱海伊東 熱海市、伊東市 1,126 1,124 -2

駿東田方
沼津市、三島市、御殿場市、裾野

市、伊豆市、伊豆の国市、函南

町、清水町、長泉町、小山町

6,555 6,776 221

富士 富士宮市、富士市、芝川町 3,023 2,921 -102

静岡 静岡市 7,189 6,457 -732

志太榛原
島田市、焼津市、藤枝市、牧之原

市、吉田町、川根本町
4,244 3,368 -876

中東遠
磐田市、掛川市、袋井市、御前崎

市、菊川市、森町
3,186 2,894 -292

西部 浜松市、湖西市、新居町 7,825 8,085 260

計 34,126 32,765 -1,361

精神病床 県全域 6,946 7,137 191

結核病床 県全域 108 198 90

感染症病床 県全域 48 48 0

※市町名は平成21年1月1日現在

※既存病床数は平成21年12月31日

出典：静岡県保健医療計画　平成22年3月

療養病床
及び
一般病床
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（２）人口推移 

島田市の総人口推移をみると、平成 16～20 年は約 104,000 人程度で、高齢化率は年々増

加し、平成 20 年の 24.3％は全国平均の 21.6％を大きく上回っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）死亡原因 

平成 18 年の主要死亡原因割合を全国、静岡県、島田市と比較すると、島田市の「悪性新生

物」及び「脳血管疾患」の死亡割合は、全国割合よりも高くなっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人口 （人）

全国

H16 H17 H18 H19 H20 H20.3.31

0～14歳 14,486 14,399 14,280 14,132 14,038 17,302,784

15～64歳 67,153 66,831 65,992 65,323 64,801 82,351,921

65歳以上 23,171 23,709 24,238 24,854 25,342 27,411,466

合計 104,810 104,939 104,510 104,309 104,181 127,066,171

高齢化率（65歳以上） 22.1% 22.6% 23.2% 23.8% 24.3% 21.6%

旧金谷町、旧川根町を含む

出典：健康しまだ２１－島田市健康増進計画－   （島田市人口　各年10月1日現在住民基本台帳）

出典：総務省ホームページ（住民基本台帳に基づく人口・人口動態及び世帯数（平成20年3月31日現在））

島田市

死亡原因比較（平成18年）

11.8%12.6%
9.0%

46.1%

11.8%

26.1%

42.7%

15.4%

29.3%

50.4%

13.2%

27.4%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

悪性新生物 脳血管疾患 心疾患 その他

全国

静岡県

島田市

（平成20年4月　国民健康保険特定健康診査等実施計画書）

出典：健康しまだ２１－島田市健康増進計画－
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（４）出生率 

島田市の出生率（人口千対）は全国・県対比より低くなっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出生率（人口千対）全国・県対比

8.6

7.7

8.88.9

8.4
8.7

9.08.8

8.6

9.09.1

8.1 8.0 8.1

8.5

7.0

7.5

8.0

8.5

9.0

9.5

H15 H16 H17 H18 H19

（人）

全国 静岡県 島田市

（平成16～20年静岡県人口動態統計）

（旧金谷町、旧川根町を含む）

出典：健康しまだ２１－島田市健康増進計画－
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（５）救急搬送状況 

島田市における救急搬送状況（出典：島田消防本部「救急の概要」）は以下のとおりとなっ

ている。 

 

１） 搬送人員数 

搬送人員数は平成 17 年以降、毎年 3,600 人程度となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２） 事故種別搬送人員数 

事故種別搬送人員数は、総数の多尐の増減はあるものの大きな変化はなく、「急病」が約

60％程度を占めている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

島田市における救急搬送人員数の推移

3,6013,6673,6193,627

3,400

3,000

3,200

3,400

3,600

3,800

H16 H17 H18 H19 H20

（人）

島田市における事故種別搬送人員 （人）

H16 H17 H18 H19

火　　災 6 5 1 3 6 0.2%

自然災害 4

水　　難 1 4 1 2 0.1%

交　　通 421 463 469 444 451 12.5%

労働災害 63 52 55 57 49 1.4%

運動競技 23 38 46 35 38 1.1%

一般負傷 505 527 531 532 493 13.7%

加　　害 17 11 10 22 19 0.5%

自損行為 15 29 40 29 24 0.7%

急　　病 2,158 2,298 2,297 2,317 2,282 63.4%

そ の 他（転院） 174 195 168 214 233 6.5%

そ の 他（医師）

そ の 他（資材）

そ の 他 17 5 1 10 4 0.1%

合　　計 3,400 3,627 3,619 3,667 3,601 100.0%

出典：島田消防本部「救急の概要」

H20



5 

３） 傷病程度別搬送人員数 

傷病程度別搬送人員数は、各年とも「軽症」が 50％程度、「中等症」が 40％程度を占め

ている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４） 年齢区分別搬送人員数 

年齢区分別搬送人員数は「老人」の搬送人員および割合は増加傾向にあり、平成 20 年に

は全体の約 60％程度を占めている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

島田市における年齢区分別搬送人員数

141

1823182114

142

157

161171

136

171

141

144
151

1,1361,1901,2291,2781,173

2,1692,126
2,070

2,006
1,928

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

H16 H17 H18 H19 H20

（人）

老人

成人

尐年

乳幼児

新生児

島田市における傷病程度別搬送人員数

1,540 1,608 1,717 1,878 1,818

1,442 1,504 1,432 1,320 1,333

385
476 406 443 420

30266439
33

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

H16 H17 H18 H19 H20

（人）

死亡

重症

中等症

軽症
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５） 搬送医療機関別搬送人員数 

搬送医療機関別搬送人員数は「市立島田市民病院」への搬送が全体の 90％以上を占めて

おり、割合は年々増加傾向にある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

島田市における搬送先病院別搬送人員数 （人）

市立島田市民病院 3,091 90.9% 3,308 91.2% 3,368 93.1% 3,419 93.2% 3,387 94.1%

藤枝市立総合病院 151 4.4% 162 4.5% 119 3.3% 109 3.0% 90 2.5%

榛原総合病院 32 0.9% 38 1.0% 27 0.7% 28 0.8% 24 0.7%

焼津市立総合病院 12 0.4% 8 0.2% 17 0.5% 19 0.5% 13 0.4%

平成記念病院 65 1.9% 63 1.7% 36 1.0% 21 0.6% 17 0.5%

県立こども病院 3 0.1% 2 0.1% 8 0.2% 9 0.2% 19 0.5%

静岡市立静岡病院 8 0.2% 8 0.2% 3 0.1% 9 0.2% 9 0.2%

県立総合病院 2 0.1% 6 0.2% 3 0.1% 3 0.1% 10 0.3%

静岡日赤病院 4 0.1% 6 0.2% 4 0.1% 2 0.1% 3 0.1%

その他 32 0.9% 26 0.7% 34 0.9% 48 1.3% 29 0.8%

合計 3,400 100.0% 3,627 100.0% 3,619 100.0% 3,667 100.0% 3,601 100.0%

出典：島田消防本部「救急の概要」

H20H16 H17 H18 H19
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（６）国保対象患者データからみた受療動向 

下記は、国保対象患者データの平成 20 年 5 月分を分析した結果である。（レセプト件数と

してカウントする値を利用する） 

 

１） 患者数（レセプト件数） 

国保対象患者の点数区分は、医科が 86.5％、歯科が 13.5％となっている。また、入院外

来区分では外来が 97.9％、入院が 2.1％の割合となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

２） 入院外来別受診割合 

国保対象患者の入院外来別受診割合（医科歯科）をみると、外来患者の 17.0％が島田市

外の病医院で受診しており、入院患者については 51.3％が島田市外の病医院で受診してい

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

入院外来別患者割合

83.0% 82.5%

48.7% 48.7%

17.0% 17.5%

51.3% 51.3%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

外来（医科歯科） 外来（医科のみ） 入院（医科歯科） 入院（医科のみ）

島田市 島田市外

入外区分 医科 歯科

外来 18,369件 2,944件 21,313件 97.9%

入院 464件 4件 468件 2.1%

18,833件 2,948件 21,781件

86.5% 13.5%
総計

総計
（医科歯科）

点数区分
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３） 年齢別患者割合 

①入院 

年齢別の入院患者割合（医科歯科）をみると、患者が多いのは「1～14 歳」は「島田市」

57.9％、「15～64 歳」は「島田市外」65.9％、「65～74 歳」は「島田市」60.2％となり、

生産年齢人口（15～64 歳）の市外での受診割合が多くなっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②外来 

年齢別の外来患者割合（医科歯科）をみると、患者が多いのは「1～14 歳」は「島田市」

78.4％、「15～64 歳」は「島田市」76.7％、「65～74 歳」は「島田市」87.6％となり、多

くの患者が島田市内の医療機関に受診している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

57.9%

34.1%

60.2%

42.1%

65.9%

39.8%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1～14歳 15～64歳 65～74歳

年齢別患者割合（入院）※医科歯科

島田市外

島田市

78.4% 76.7%
87.6%

21.6% 23.3%
12.4%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1～14歳 15～64歳 65～74歳

年齢別患者割合（外来）※医科歯科

島田市外

島田市
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４） 疾病別患者数（レセプト件数） 

①入院 

疾病別の入院患者数（医科歯科）をみると、患者数が多い疾病は「精神及び行動の障害」、

「新生物」、「循環器系の疾患」の順となっている。 
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67
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11

1

6

8

2

35

18

15

1

7

11

1

4

1

6

9

1

0

0

0

0

0

2

0

2

0

0

0

0

0

0

0
1

0

0

3

26

4

13

106

17

4

1

22
2

8

6

5

6

5

4

8

0 20 40 60 80 100 120

感染症及び寄生虫症

新生物

血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害

内分泌、栄養及び代謝疾患

精神及び行動の障害

神経系の疾患

眼及び付属器の疾患

耳及び乳様突起の疾患

循環器系の疾患

呼吸器系の疾患

消化器系の疾患

皮膚及び皮下組織の疾患

筋骨格系及び結合組織の疾患

尿路性器系の疾患

妊娠、分娩及び産じょく

周産期に発生した病態

先天奇形、変形及び染色体異常

症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの

損傷、中每及びその他の外因の影響

（件）疾病別患者数（入院）※医科歯科

島田市民病院 島田市内（島田市民病院除く） 島田市外
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また、疾病別の入院患者割合（医科歯科）をみると、「島田市外」で受診している疾病の

うち、70％以上が市外で受診している疾病は「精神及び行動の障害」、「妊娠、分娩及び産

じょく」、「神経系の疾患」となっている。 

市立島田市民病院で受診している割合が 70％以上の疾病は、「皮膚及び皮下組織の疾

患」、「呼吸器系の疾患」、「感染症及び寄生虫症」、「新生物」となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

疾病別患者割合（入院）※医科歯科

77.8%
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45.8%
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26.1%
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66.7%

59.3%

90.0%

65.2%

100.0%

53.8%

68.8%

14.3%

44.4%

52.9%

16.7%

28.0%

44.4%

54.2%

99.1%
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28.6%

33.3%

37.3%
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46.2%

31.3%
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0.0%

14.3%
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3.4%
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0.0%

0.0%
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0.0%
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血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害

内分泌、栄養及び代謝疾患

精神及び行動の障害

神経系の疾患

眼及び付属器の疾患

耳及び乳様突起の疾患

循環器系の疾患

呼吸器系の疾患

消化器系の疾患

皮膚及び皮下組織の疾患

筋骨格系及び結合組織の疾患

尿路性器系の疾患

妊娠、分娩及び産じょく

周産期に発生した病態

先天奇形、変形及び染色体異常

症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの

損傷、中每及びその他の外因の影響

島田市民病院 島田市内（島田市民病院除く） 島田市外
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②外来 

疾病別の外来患者数（医科歯科）をみると、患者数が多い疾病は「循環器系の疾患」、「消

化器系の疾患」、「内分泌、栄養及び代謝疾患」の順となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200 

552 

74 

316 

41 

112 

259 

63 

527 

236 

273 

57 

237 

140 

2 

5 

9 

81 

140 

317 

72 

32 

1,496 

490 

194 

1,326 

219 

3,262 

1,369 

2,985 

801 

1,152 

163 

3 

-

22 

110 

354 

124 

217 

23 

266 

407 

140 

339 

44 

316 

244 

554 
151 

433 

148 

11 

8 

16 

76 

105 

- 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 

感染症及び寄生虫症

新生物

血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害

内分泌、栄養及び代謝疾患

精神及び行動の障害

神経系の疾患

眼及び付属器の疾患

耳及び乳様突起の疾患

循環器系の疾患

呼吸器系の疾患

消化器系の疾患

皮膚及び皮下組織の疾患

筋骨格系及び結合組織の疾患

尿路性器系の疾患

妊娠、分娩及び産じょく

周産期に発生した病態

先天奇形、変形及び染色体異常

症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの

損傷、中每及びその他の外因の影響

（件）疾病別患者数（外来）※医科歯科

島田市民病院 島田市内（島田市民病院除く） 島田市外
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また、疾病別の外来患者割合（医科歯科）をみると、多くの疾病が「島田市内」で受診

されているが、「島田市外」で受診している割合の多い疾病は「妊娠、分娩及び産じょく」、

「周産期に発生した病態」となっている。 

市立島田市民病院で受診している割合が高い疾病は、「新生物」、「血液及び造血器の疾

患及びに免疫機構の障害」、「周産期に発生した病態」となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

疾病別患者割合（外来）※医科歯科

31.2%

65.6%

15.2%

4.4%

25.1%

13.5%

19.3%

12.8%

12.8%

7.2%

5.6%

13.0%

31.0%

12.5%

38.5%

23.4%

19.3%

25.8%

17.8%

12.8%

43.4%

31.4%

17.6%

13.5%

7.7%

13.2%

14.5%

15.0%

23.8%

32.8%

68.8%

61.5%

34.0%

28.5%

17.5%

57.4%

30.3%

19.1%

59.1%

41.2%

46.8%

0.0%

18.8%

36.1%

63.2%

79.4%

78.3%

74.0%

79.5%

67.2%

68.9%

43.5%

52.2%

72.0%

24.8%

8.6%

49.5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

感染症及び寄生虫症

新生物

血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害

内分泌、栄養及び代謝疾患

精神及び行動の障害

神経系の疾患

眼及び付属器の疾患

耳及び乳様突起の疾患

循環器系の疾患

呼吸器系の疾患

消化器系の疾患

皮膚及び皮下組織の疾患

筋骨格系及び結合組織の疾患

尿路性器系の疾患

妊娠、分娩及び産じょく

周産期に発生した病態

先天奇形、変形及び染色体異常

症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの

損傷、中每及びその他の外因の影響

島田市民病院 島田市内（島田市民病院除く） 島田市外
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５） 診療単価別患者割合 

診療単価別の入院患者割合をみると、「0～29,999 円」では「島田市外」での受診が 73.0％

となっているが、「30,000～59,999 円」は「島田市」68.9％、「60,000 円～」が「島田市」

75.7％となり、診療単価が 30,000 円以上は島田市内での受診割合が高くなっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

診療単価別の外来患者割合をみると、それぞれの診療単価において約 80％以上が島田市

内で受診している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

診療単価別患者割合（外来）※医科歯科

84.1% 84.7% 81.2%

15.9% 15.3% 18.8%
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80%

90%

100%

0～2,999円 3,000～4,999円 5,000円～

島田市 島田市外

診療単価別患者割合（入院）※医科歯科

27.0%
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75.7%
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31.1%
24.3%
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90%

100%

0～29,999円 30,000～59,999円 60,000円～

島田市 島田市外
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（７）医療供給状況 

 

１） 人口 10 万人対医療従事者数 

人口 10 万人対医療従事者数を全国と比較すると、静岡県、志太榛原保健医療圏、島田市

とも下回っている。 

「医師」は、全国 217.5 人に対して島田市は 145.4 人と約 67％程度、「歯科医師」につ

いても、全国 76.1 人に対して島田市は 45.0 人と約 60％程度となっている。 

「薬剤師」は、全国 197.6 人に対して島田市は 146.4 人で約 74％程度となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人口10万人対医療従事者数

217.5
197.6

57.7

195.3

138.2

46.3

123.6

45.0

146.4

76.1

177.2

145.4

0.0

50.0

100.0

150.0

200.0

250.0

医師 歯科医師 薬剤師

（人）

全国 静岡県 志太榛原医療圏 島田市

※１　全国、静岡

　・H18　医師・歯科医師・薬剤師調査（平成18(2006)年12月31日現在　）

※２　志太榛原医療圏、島田市

　・医療従事者数資料：中部健康福祉センター・統計センターしずおか

　　（志太榛原医療圏：平成16年12月現在、島田市：平成18年10月1日現在）

　・人口資料：健康しまだ２１－島田市健康増進計画－
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２） 島田市及び志太榛原保健医療圏の医療提供状況 

島田市及び志太榛原保健医療圏には、市立島田市民病院を含めて 13 病院で構成され、各

病院の病床数、診療科等は次頁のようになっている。 

病床については、感染症病床は志太榛原保健医療圏内では市立島田市民病院のみが有し

ており、結核病床は同医療圏内で市立島田市民病院と藤枝市立総合病院が有している。 

診療科については、志太榛原保健医療圏内で 37 診療科が標榜されており、そのうち市立

島田市民病院で 30 診療科を標榜している。医療圏内で標榜数の多い診療科は、内科、リハ

ビリテーション科、循環器科、外科、整形外科、皮膚科が挙げられる。 
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島田市及び志太榛原医療圏の医療機関

総
数

一
般

療
養

精
神

結
核

感
染

症

1 市立島田市民病院 島田市 536 467 35 20 8 6 島田市野田1200-5

2 焼津市立総合病院 焼津市 572 572 焼津市道原1000

3 藤枝市立総合病院 藤枝市 594 584 10 藤枝市駿河台4-1-44

4 榛原総合病院 榛原総合病院組合 408 355 53 牧之原市細江2887-1

5 医療法人社団駿甲会コミュニティーホスピタル甲賀病院 医療法人社団駿甲会 307 225 82 焼津市大覚寺655

6 医療法人社団高草会焼津病院 医療法人社団高草会 203 203 焼津市策牛48

7 医療法人社団綾和会駿河西病院 医療法人社団綾和会 200 200 焼津市中根新田1315

8 岡本石井病院 医慮法人社団正心会 168 30 138 焼津市小川新町5-2-3

9 医療法人社団聖稜会聖稜リハビリテーション病院 医療法人社団聖稜会 125 125 藤枝市宮原676-1

10 医療法人社団平成会藤枝平成記念病院 医療法人社団平成会 199 113 86 藤枝市氷上123-1

11 医療法人社団凛和会藤枝駿府病院 医療法人社団凛和会 170 170 藤枝市小石川町2-9-18

12 医療法人社団八洲会所誠和藤枝病院 医慮法人社団八洲会 228 228 藤枝市中ノ合26-1

13 医療法人社団八洲会はいなん吉田病院 医慮法人社団八洲会 150 150 榛原郡吉田町神戸2571-6

計 3,860 2,346 1,044 446 18 6

志太榛原
医療圏

地域 開設者 所在地

病床数

病院名

内
科

呼
吸

器
科

消
化

器
科

胃
腸

科

循
環

器
科

小
児

科

精
神

科

神
経

科

神
経

内
科

心
療

内
科

ア
レ

ル
ギ
ー

科

リ
ウ

マ
チ
科

外
科

整
形

外
科

形
成

外
科

美
容

外
科

脳
神

経
外
科

呼
吸

器
外
科

心
臓

血
管
外
科

小
児

外
科

産
婦

人
科

産
科

婦
人

科

眼
科

耳
鼻

い
ん
こ
う
科

気
管

食
道
科

皮
膚

泌
尿
器
科

皮
膚

科

泌
尿

器
科

性
病

科

こ
う

門
科

リ
ハ

ビ
リ
テ
ー

シ

ョ
ン
科

放
射

線
科

麻
酔

科

歯
科

矯
正

歯
科

小
児

歯
科

歯
科

口
腔
外
科

腎
臓

内
科

漢
方

内
科

緩
和

ケ
ア
内
科

血
液

・
リ
ウ
マ
チ
科

糖
尿

病
・
内
分
泌
内

科

救
急

科

病
理

診
断
科

臨
床

検
査
科

1 市立島田市民病院 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

2 焼津市立総合病院 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

3 藤枝市立総合病院 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

4 榛原総合病院 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

5 医療法人社団駿甲会コミュニティーホスピタル甲賀病院 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

6 医療法人社団高草会焼津病院 ○ ○ ○

7 医療法人社団綾和会駿河西病院 ○ ○

8 岡本石井病院 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

9 医療法人社団聖稜会聖稜リハビリテーション病院 ○

10 医療法人社団平成会藤枝平成記念病院 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

11 医療法人社団凛和会藤枝駿府病院 ○ ○

12 医療法人社団八洲会所誠和藤枝病院 ○ ○

13 医療法人社団八洲会はいなん吉田病院 ○ ○

計 11 6 5 2 7 4 6 3 4 4 2 3 7 7 5 0 6 3 1 0 4 0 0 5 4 0 0 7 5 0 0 10 6 6 2 1 0 3 1 1 1 1 1 1 2 1

出典：静岡県病院名簿　H21.4、その他資料

志太榛原
医療圏

地域

診　　　　　療　　　　　科　　　　　目

病院名
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主要病院の医療機能比較

地域

病院名 市立島田市民病院 焼津市立総合病院 藤枝市立総合病院 榛原総合病院

一般 467 486 584 355

療養 35

精神 20 53

結核 8 10

感染症 6

集学的治療 ○ ○ ○

地域がん診療拠点病院
静岡県地域がん診療連

携推進病院

静岡県地域がん診療連

携推進病院

地域がん診療連携拠点

病院

救急医療 ○ ○ ○

身体機能を回復させるリハ

ビリテーション
○ ○ ○

急性心筋梗塞 救急医療 ○ ○

糖尿病
専門治療・急性期増悪時治

療
○ ○

喘息 専門治療 ○ ○

肝炎
専門医療（地域肝疾患診療

連携拠点病院）
○ ○ ○

精神科救急医療

精神疾患・身体合併症治療 ○

病院群輪番制病院 ○ ○ ○ ○

救命救急センター

災害拠点病院 ○ ○ ○

救護病院 ○ ○ ○ ○

ＤＭＡＴ指定

へき地医療
へき地診療、へき地診療の

支援医療

正常分娩 ○ ○

総合周産期母子医療セン

ター

地域周産期母子医療セン

ター
○

産科救急受入医療機関 ○

入院小児救急医療 ○ ○ ○

小児救命救急医療

小児専門医療 ○ ○ ○

高度小児専門医療

エイズ等特殊疾患医療 エイズ治療拠点病院 エイズ治療拠点病院 エイズ治療拠点病院

特定機能病院

地域医療支援病院

病院機能評価認定病院 ○ ○ ○ ○

臨床研修指定病院 単独型 管理型 単独型 単独型

回復リハ ○

出典：静岡県保健医療計画平成22年3月、その他資料

小児医療（小児

救急医療含む）

災害医療

救急医療

志太榛原医療圏

病床数

がん

その他

脳卒中

精神疾患

周産期医療



18 

３） 島田市内の介護施設 

島田市内の介護施設の状況は以下のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設種別 施設名 住所
入所
定員

1 介護老人保健施設アポロン 島田市中溝町１７１４－１ 80人

2 介護老人保健施設さくら 島田市東町１３３１番地 150人

3 介護老人保健施設 エコトープ 島田市島534-1 150人

4 永福荘 島田市大草１０番地 54人

5 特別養護老人ホームみどりの園 島田市中河375番地の１ 50人

6 特別養護老人ホーム　あすか 島田市中河町326番地の1 70人

7 特別養護老人ホーム　かなや 島田市島５３６番１ 50人

8 特別養護老人ホーム　ほたるの丘 島田市阪本2449番地の2 100人

9 特別養護老人ホーム　本田山荘 島田市牛尾1102番地の1 50人

10 特別養護老人ホームとこは
島田市川根町家山4168番
地の1

50人

11
特定施設入居者生活介護
（有料老人ホーム）

シンシア島田 島田市東町11-1

12
介護予防特定施設入居者生活
介護（有料老人ホーム）

シンシア島田 島田市東町11-1

出典：静岡県 介護サービス情報公表システム 

介護老人福祉施設

介護老人保健施設

44人



19 

（８）志太榛原保健医療圏内の患者の吸引率 

 

志太榛原保健医療圏内における市立島田市民病院の疾病別退院患者割合をみると、吸引率

の高い疾病は「感染症及び寄生虫症」40.3％、「呼吸器系の疾患」37.6％、「眼及び付属器の

疾患」34.8％の順となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市立島田市民病院の医療圏内における疾病別退院患者シェア （人）

医療圏内に
おけるシェア

総数 1,139,700 3,500 856.5 24.5%

Ⅰ　感染症及び寄生虫症 35,300 100 40.3 40.3%

Ⅱ　新生物 218,800 700 175.9 25.1%

Ⅲ　血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害 7,100 0 6.8 -

Ⅳ　内分泌，栄養及び代謝疾患 33,400 100 10.8 10.8%

Ⅴ　精神及び行動の障害 35,200 100 2.0 2.0%

Ⅵ　神経系の疾患 35,200 100 12.0 12.0%

Ⅶ　眼及び付属器の疾患 37,400 100 34.8 34.8%

Ⅷ　耳及び乳様突起の疾患 8,900 0 5.1 -

Ⅸ　循環器系の疾患 154,800 400 124.7 31.2%

Ⅹ　呼吸器系の疾患 95,600 300 112.9 37.6%

ⅩⅠ　消化器系の疾患 135,300 500 105.1 21.0%

ⅩⅡ　皮膚及び皮下組織の疾患 14,800 0 6.7 -

ⅩⅢ　筋骨格系及び結合組織の疾患 53,100 100 26.8 26.8%

ⅩⅣ　尿路性器系の疾患 57,100 200 43.0 21.5%

ⅩⅤ　妊娠，分娩及び産じょく 55,200 200 24.9 12.5%

ⅩⅥ　周産期に発生した病態 13,400 0 5.6 -

ⅩⅦ　先天奇形，変形及び染色体異常 8,000 0 2.6 -

ⅩⅧ　症状，徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類さ
れないもの

24,500 100 34.6 34.6%

ⅩⅨ　損傷，中每及びその他の外因の影響 101,400 300 74.7 24.9%

ⅩⅩⅠ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用 15,400 0 7.4 -

出典

・全国、志太榛原医療圏：平成20年患者調査「病院の推計退院患者数（施設所在地），二次医療圏×傷病分類別」

・市立島田市民病院：平成20年度疾病分類別・診療科別・退院患者数

市立島田市民
病院

全国
志太榛原
医療圏
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24.5%

40.3%

25.1%

―

10.8%

2.0%

12.0%

34.8%

―

31.2%

37.6%

21.0%

―

26.8%

21.5%

12.5%

―

―

34.6%

24.9%

―

0% 10% 20% 30% 40% 50%

総数

Ⅰ 感染症及び寄生虫症

Ⅱ 新生物

Ⅲ 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害

Ⅳ 内分泌，栄養及び代謝疾患

Ⅴ 精神及び行動の障害

Ⅵ 神経系の疾患

Ⅶ 眼及び付属器の疾患

Ⅷ 耳及び乳様突起の疾患

Ⅸ 循環器系の疾患

Ⅹ 呼吸器系の疾患

ⅩⅠ 消化器系の疾患

ⅩⅡ 皮膚及び皮下組織の疾患

ⅩⅢ 筋骨格系及び結合組織の疾患

ⅩⅣ 尿路性器系の疾患

ⅩⅤ 妊娠，分娩及び産じょく

ⅩⅥ 周産期に発生した病態

ⅩⅦ 先天奇形，変形及び染色体異常

ⅩⅧ 症状，徴候及び異常臨床所見・異常検査所見

で他に分類されないもの

ⅩⅨ 損傷，中每及びその他の外因の影響

ⅩⅩⅠ 健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サー

ビスの利用

市立島田市民病院の医療圏内における疾病別退院患者シェア
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（９）将来推計人口 

 

島田市の将来推計人口をみると、総人口は平成 22年（2010 年）以降減尐し、平成 47 年（2035

年）には平成 22 年（2010 年）の 80％程度になると予測されている。 

また、65 歳以上の人口割合が増え、高齢化率（65 歳以上の割合）が平成 22 年（2010 年）

には 25％を超え、平成 47 年（2035 年）には 35.5％となることが予測されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

島田市の推計人口

年齢区分

2010年
平成22年

2015年
平成27年

2020年
平成32年

2025年
平成37年

2030年
平成42年

2035年
平成47年

0～14歳 13,245 11,851 10,390 9,409 8,832 8,335

15～64歳 61,667 57,685 54,659 51,868 48,838 45,631

65歳以上 25,658 28,620 30,010 30,263 30,092 29,661

合計 100,570 98,156 95,059 91,540 87,762 83,627

高齢化率 25.5% 29.2% 31.6% 33.1% 34.3% 35.5%

日本の市区町村別将来推計人口　平成20年12月推計　国立社会保障・人口問題研究所　編集

島田市の推計人口

11,851 10,390 9,409 8,335

61,667 57,685 54,659 51,868 48,838 45,631
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25.5%
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（１０）推計患者数 

 

１日当りの将来推計患者数は、先述した将来推計人口と、厚生労働省の「平成 17 年患者調

査」の年齢階級別傷病分類別受療率から傷病分類別推計患者数を求め算出した。 

傷病分類別推計患者数＝Σ〔年齢区分別人口（5 才区分）×疾病分類別受療率〕 

入院患者数の推計においては、平均在院日数3の短縮率 0.9（厚生労働省の基準病床数算定

の指標）を考慮した。考慮する期間は、静岡県の平均在院日数（一般病床）16.7 日をもとに、

診療報酬制度における入院時医学管理加算の加算限度 14 日を目安として、短縮率から平均在

院日数を求めると平成 29 年（2017 年）で 13.5 日となる。したがって、推計においては、平

成 27 年（2015 年）以降は短縮率を見込んでいない。 

 

 

 

 

 

 

 

１） 入院 

島田市の一日当たり入院患者数は、平成 42 年（2030 年）まで増加することが予測され

ている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇平均在院日数の検証（平成１9年 医療施設(動態)調査・病院報告の概況より）
静岡県（一般病床）

2007年
平成19年

2012年
平成24年

2017年
平成29年

2022年
平成34年

2027年
平成39年

2032年
平成44年

平均在院日数 16.7 15.0 13.5 13.5 13.5 13.5

短縮率 1 0.9 0.81 - - -

島田市の1日当たり入院患者数推計（主要疾患）
（「Ⅴ　精神及び行動の障害」除く）

※平均在院日数の短縮率考慮済み
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また、患者数の多い疾患としては、「循環器系の疾患」、「新生物」があげられ、多くの疾

患において僅かながら増加しており、なかでも「循環器系の疾患」の増加数が多い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

島田市の1日当たり傷病別入院患者数推計
（「Ⅴ　精神及び行動の障害」を除く）
※平均在院日数の短縮率考慮済み

0 100 200 300 400

Ⅰ　感染症及び寄生虫症

Ⅱ　新生物

Ⅲ　血液及び造血器の疾患並びに免疫機構
の障害

Ⅳ　内分泌，栄養及び代謝疾患

Ⅵ　神経系の疾患

Ⅶ　眼及び付属器の疾患

Ⅷ　耳及び乳様突起の疾患

Ⅸ　循環器系の疾患

Ⅹ　呼吸器系の疾患

ⅩⅠ　消化器系の疾患

ⅩⅡ　皮膚及び皮下組織の疾患

ⅩⅢ　筋骨格系及び結合組織の疾患

ⅩⅣ　尿路性器系の疾患

ⅩⅤ　妊娠，分娩及び産じょく

ⅩⅥ　周産期に発生した病態

ⅩⅦ　先天奇形，変形及び染色体異常

ⅩⅧ　症状，徴候及び異常臨床所見・異常
検査所見で他に分類されないもの

ⅩⅨ　損傷，中每及びその他の外因の影響

ⅩⅩⅠ　健康状態に影響を及ぼす要因及び
保健サービスの利用

（人/日）
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２） 外来 

島田市の一日当たり外来患者数は増加傾向にあるが、平成 32 年（2020 年）を境に減尐

することが予測されている。 

また、患者数の多い疾患としては「消化器系の疾患」、「循環器系の疾患」、「筋骨格系及

び結合組織の疾患」があげられる。平成 22 年（2010 年）から平成 47 年（2035 年）にか

けて患者が減尐する疾患が多いが、「循環器系の疾患」、「筋骨格系及び結合組織の疾患」は

平成 42 年（2030 年）までは増加することが予測されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

島田市の1日当たり外来患者数推計
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島田市の1日当たり傷病別外来患者数推計
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３） 一般病床および療養病床の対象となる推計患者数 

前述した推計患者数（入院）をもとに、平成 17 年患者調査「第 14 表 推計入院患者数 

病院－一般病床・病床の種別×傷病分類別」の受療率を用いて、一般病床および療養病床

の対象となる 1 日当たりの推計患者を算出した。 

なお、医療制度改革に伴い、平成 23 年度末を目処に介護保険適用病床は病床枞から除外

されることとなるため、本推計患者数は医療保険適用病床への転床または介護老人保健施

設等への入居による数値に置き換わるものとなる。 

 

①一般病床 

一般病床の対象となる 1 日当たり推計患者数は、平均在院日数の短縮を考慮しても、

平成 42 年（2030 年）までは微増することが予測される。 

 

②療養病床（医療保険適用病床） 

療養病床（医療保険適用病床）の対象となる 1 日当たり推計患者数は、平成 42 年（2030

年）までは微増することが予測されるが、今後、療養病床の減床政策の影響を受けるこ

とが考えられる。 

 

③療養病床（平成 23 年度末までの介護保険適用病床） 

療養病床（介護保険適用病床）の対象となる 1 日当たり推計患者数は、平成 42 年（2030

年）までは微増することが予測される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※介護保険適用病床は、平成 23年度を目処に病床枠から除外されることとなるため、点線で表示する 

一般病床と療養病床の対象となる1日当たり推計患者数
（「Ⅴ　精神及び行動の障害」を除く）
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２ 市立島田市民病院の現況 

（１）概要 

病院の概況は下記のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜現在の病院概要＞

入院 治療:放射線治療 

　一般病棟入院基本料   　高エネルギー放射線治療   

　療養病棟入院基本料１ 治療:補綴(ほてつ)物維持管理 

　結核病棟入院基本料   　クラウン・ブリッジ維持管理料

　医療安全管理体制   手術

　褥瘡対策体制整備   　ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術     

　臨床研修病院入院診療加算   　大動脈バルーンパンピング法（ ＩＡＢＰ法）

　妊産婦緊急搬送入院加算   　体外衝撃波胆石破砕術

　診療録管理体制加算   　体外衝撃波腎・尿管結石破砕術

　療養環境加算   　テレパソロジーによる術中迅速病理組織標本作製     

　重症者等療養環境特別加算   　脊髄刺激装置植込術及び脊髄刺激装置交換術

　療養病棟療養環境加算２   　膀胱水圧拡張術

　重症皮膚潰瘍管理加算   その他の基準

　栄養管理実施加算   　超急性期脳卒中加算   

　医療安全対策加算１ 　ハイリスク妊娠管理加算   

　褥瘡患者管理加算   　小児科外来診療料   

　褥瘡ハイリスク患者ケア加算   　ニコチン依存症管理料  

　小児入院医療管理料４   　薬剤管理指導料   

　回復期リハビリテーション病棟入院料１   　医療機器安全管理料１   

　入院時食事療養／生活療養（I） 　無菌製剤処理料  

　急性期看護補助体制加算 　医科点数表第２章第10部手術の通則５

　慢性期病棟等退院調整加算１ 　輸血管理料II   

　急性期病棟等退院調整加算１ 　麻酔管理料（Ⅰ）

検査 　歯科外来診療環境体制加算

　血液細胞核酸増幅同定検査   　救急医療管理加算・乳幼児救急医療管理加算

　検体検査管理加算（I）   　栄養サポートチーム加算

　検体検査管理加算（Ⅱ）   　感染防止対策加算

　コンタクトレンズ検査料１   　救急搬送患者地域連携紹介加算

　ＨＰＶ核酸同定検査 　呼吸ケアチーム加算

　ＣＴ撮影及びＭＲＩ撮影   　がん性疼痛緩和指導管理料

　画像診断管理加算１ 　がん患者カウンセリング料

治療:リハビリテーション 　肝炎インターフェロン治療計画料

　脳血管疾患等リハビリテーション料(I)   　歯科治療総合医療管理料

　運動器リハビリテーション料(I)   　抗悪性腫瘍剤処方管理加算

　呼吸器リハビリテーション料(I)   　医師事務作業補助体制加算

治療:外来化学療法 　糖尿病合併症管理料

　外来化学療法加算１   

施設基準

延床面積 35,212.45 ㎡

受付時間

診療科目

本館構造

病床数
一般 467床　療養 35床　結核8床
精神20床　感染症 6床　　計 536床

鉄筋コンクリート造地上５階、塔屋２階建

内科、呼吸器内科、消化器内科、循環器内科、腎臓内科、神経内科、糖尿病・内分泌内科、心療内科、漢方内科、緩
和ケア内科、外科、呼吸器外科、脳神経外科、整形外科、形成外科、精神科、血液・リウマチ科、小児科、皮膚科、泌
尿器科、産婦人科、眼科、耳鼻いんこう科、リハビリテーション科、放射線科、病理診断科、臨床検査科、救急科、麻酔
科、歯科口腔外科
他に院内標榜科として総合診療科、脳卒中科、輸血療法科、健康管理科

特殊診療  ：  人間ドック、ＣＣＵ、ＲＩＣＵ、人工透析、リハビリテーションセンター、がん治療

土、日曜･祝日及び１２月２９日～１月３日を除く毎日　午前７時３０分～午前１１時
※  新患は午前８時から受付

市立島田市民病院

静岡県島田市野田１２００－５ 

44,502.92 ㎡

一般病棟  　　７対１入院基本料
結核病棟 　　 ７対１入院基本料

敷地面積

所在地

名称

看護基準
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（２）職種別職員数 

病院の職員配置の状況は以下のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 

（３）市立島田市民病院の患者動向 

１） 1 日当たり患者数と診療単価の推移 

①入院 

1 日あたり入院患者数は平成 16 年度以降減尐傾向であり、平成 20 年度に 440 人/日

となっている。これは一般病床の平均在院日数の短縮により病床の稼動状況を向上した

ことと一般病床の稼動病床数が減尐したことが影響している。また、入院診療単価は平

成 20 年度で 42,000 円であり年々増加傾向にある。これは平成 19 年 5 月に 7 対 1 看護

基準を取得したことと平成 20 年 7 月に DPC4（診断群分類）による包括評価支払制度の

導入を開始したことが影響している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②外来 

1 日あたり外来患者数は平成 16 年度以降減尐傾向であり、平成 20 年度に 1,077 人/

日となっている。これは時間外救急患者の抑制と地域の医療機関からの紹介型外来に移

行していることが影響している。また、外来診療単価は平成 16 年度以降増加傾向にあ

り、平成 20 年度で 10,554 円となっている。これは DPC 移行により外来診療の密度が

向上したことが影響していると思われる。 
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２） 診療科別患者数の推移 

①入院 

1 日当たりの診療科別入院患者数をみると、平均在院日数の短縮の影響もあり各科と

も減尐傾向にある。その中で呼吸器科の患者数が大きく増加しており、また循環器科も

増加している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②外来 

1 日当たりの診療科別外来患者数をみると、各科とも減尐傾向にある。その中で消化

器科は僅かずつ増加傾向にある。 
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３） 診療科別診療単価の推移 

①入院 

診療科別の入院診療単価については、各科とも増加傾向にある。その中で血液・リウ

マチ科、循環器科、小児科、眼科の単価が大きく増加している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②外来 

診療科別の外来診療単価については、総合診療科、輸血療法科、外科、耳鼻咽喉科、

救急科の単価が増加傾向にある。 
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４） 行為別診療収入内訳の推移 

①入院 

入院の行為別診療収入の内訳については、平成 19 年度以降に 7 対 1 看護基準を取得

したことと DPC の導入により入院基本料が増加している。また、DPC の導入により出

来高分が包括分に移行したため検査料、画像診断料が減尐している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②外来 

外来の行為別診療収入の内訳については、DPC の導入で検査が外来にシフトした影

響で検査料、画像診断料が増加傾向にある。 
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５） 地域別患者数 

①入院 

入院患者の地区別割合（1 日平均）をみると、島田市（島田地区、金谷地区、川根地

区）が 329 人/日で全体の約 76％程度を占める。続いて川根本町 33 人/日（7％）とな

っている。この 1 市 1 町で全体の 83％を占めている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②外来 

外来患者の地区別割合（1 日平均）をみると、島田市（島田地区、金谷地区、川根地

区）が 842 人/日で全体の約 80％程度を占める。続いて川根本町 66 人/日（6％）とな

っている。この 1 市 1 町で全体の 86％を占めている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区  分 平成20年度

島田市（島田地区） 233

島田市（金谷地区） 69

島田市（川根地区） 27

川根本町（中川根地区） 33

川根本町（本川根地区） 0

吉 田 町 12

牧之原市（榛原地区） 17

牧之原市（相良地区） 0

藤 枝 市（藤枝地区） 11

藤 枝 市（岡部地区） 0

焼 津 市（焼津地区） 11

焼 津 市（大井川地区） 2

そ の 他 25

計 440

区  分 平成20年度

島田市（島田地区） 613

島田市（金谷地区） 180

島田市（川根地区） 49

川根本町（中川根地区） 66

川根本町（本川根地区） 0

吉 田 町 26

牧之原市（榛原地区） 35

牧之原市（相良地区） 0

藤 枝 市（藤枝地区） 34

藤 枝 市（岡部地区） 1

焼 津 市（焼津地区） 10

焼 津 市（大井川地区） 5

そ の 他 59

計 1,077

地区別外来患者数（平成20年度）
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６） 年齢別患者数 

①入院患者割合 

入院患者の年齢別割合（1 日平均）をみると、65 歳以上の高齢者が 307 人/日で全体

の約 69％程度を占める。このうち 75 歳以上の後期高齢者は 202 人/日（45％）となっ

ている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②入院患者数の推移 

1 日当たり入院患者数は、平均在院日数の短縮の影響があり年々減尐傾向にある。年齢

別にみると 85 歳以上の患者数は増加傾向にあるものの、64 歳以下の患者数が大きく減尐

している。 

 

年齢別入院患者数（平成20年度）

2%2%1%1%3%
4%

4%

8%

6%

10%

14%

16%

29%

１歳未満

 1～ 4歳

 5～ 9歳

10～19歳

20～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳

60～64歳

65～69歳

70～74歳

75～79歳

80歳以上

区  分 平成20年度

１歳未満 8

 1～ 4歳 8

 5～ 9歳 4

10～19歳 5

20～29歳 12

30～39歳 16

40～49歳 16

50～59歳 36

60～64歳 28

65～69歳 45

70～74歳 60

75～79歳 69

80歳以上 133

計 440
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年齢別入院患者数の推移
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③外来患者割合 

外来患者の年齢別割合（1 日平均）をみると、65 歳以上の高齢者が 561 人/日で全体の約

53％程度を占める。このうち 75 歳以上の後期高齢者は 314 人/日（30％）となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④外来患者の推移 

1 日当たり外来患者数は、年々減尐傾向にある。これは地域連携が強化され、周辺医療

機関との機能分担が進んできたことが影響していると思われる。年齢別にみると 69 歳以下

の患者数が大きく減尐している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区  分 平成20年度

１歳未満 19

 1～ 4歳 37

 5～ 9歳 26

10～19歳 35

20～29歳 41

30～39歳 59

40～49歳 74

50～59歳 133

60～64歳 93

65～69歳 112

70～74歳 135

75～79歳 136

80歳以上 178

計 1,077
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７） 一般病床の病床利用率と平均在院日数の推移 

病床利用率5は、平成 16 年度の 67.1％から年々増加傾向にあり、平成 20 年度には

84.3％まで回復している。また、統計指標（平成 19 年度地方公営企業年鑑：病床 500

床以上黒字）の 87.0%と比較して若干低い状況である。 

平均在院日数は、平成 16 年度の 16.2 日より増減を繰り返し、平成 20 年度では 15.5

日となっている。また、統計指標（平成 19 年度地方公営企業年鑑：病床 500 床以上黒

字）の 15.0 日より若干長くなっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８） 病棟別利用率の推移 

各病棟の病床利用率は、一般病棟では平成 18 年度以降若干減尐傾向である。療養病棟

は増加傾向であり平成 20 年度で 86.0％となっている。 
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９） 診療科別平均在院日数の推移 

診療科別の平均在院日数は、血液リウマチ科、消化器科、循環器科、小児科、外科、

形成外科、皮膚科、脳卒中科で年々減尐傾向にある。DPC 導入により病院間ベンチマー

キングやクリティカルパス6の取り組みなど診療内容の標準化や適正化による効果が影

響していると考えられる。 
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（４）市立島田市民病院の経営状況 

１） 事業収益と事業費用の推移 

事業収益については平成 16 年度から若干増加傾向にあり、平成 20 年度で 10,654,905

千円である。事業費用については平成 20 年度に減尐しており 10,789,671 千円となって

いる。これらの影響により経常利益は平成 18 年度から改善傾向にあり、平成 20 年度で

▲687,485 千円となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２） 医業収益と医業費用の推移 

医業収益については平成 16 年度から若干増加傾向にあり、平成 20 年度で 9,939,533

千円である。医業費用については平成 20 年度に減尐しており 10,789,671 千円となって

いる。これらの影響により医業損益は平成 18 年度から改善傾向にあり、平成 20 年度で

▲850,138 千円となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,396,164 10,455,951 10,521,278 10,777,603 10,654,905 
11,108,012 

11,297,637 11,482,276 11,513,113 
10,789,671 

▲ 736,140

▲ 841,686

▲ 960,998

▲ 766,091

▲ 687,485

▲ 1,100,000

▲ 900,000

▲ 700,000

▲ 500,000

▲ 300,000

▲ 100,000

100,000

300,000

500,000

0 

2,000,000 

4,000,000 

6,000,000 

8,000,000 

10,000,000 

12,000,000 

14,000,000 

平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度

【単位：千円】【単位：千円】

事業収益と事業費用の推移

事業収益 事業費用 経常利益

9,649,571 9,766,853 9,817,928 
10,092,854 

9,862,226 

10,506,751 10,729,525 
10,931,268 10,966,352 

10,789,671 

▲ 857,180
▲ 962,672

▲ 1,113,340

▲ 873,498

▲ 927,445

▲ 1,300,000

▲ 1,100,000

▲ 900,000

▲ 700,000

▲ 500,000

▲ 300,000

▲ 100,000

100,000

300,000

500,000

0 

5,000,000 

10,000,000 

15,000,000 

平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度

【単位：千円】【単位：千円】 医業収益と医業費用の推移

医業収益 医業費用 医業損益



39 

３） 医業収支比率と実質収益対経常費用比率の推移 

医業収支比率は、平成 18年度から改善傾向にあり平成 20年度で 92.1％となっている。

これは統計指標（平成 19 年度地方公営企業年鑑：病床 500 床以上黒字）の 97.3％に対

し 5％ほど下回っている。 

実質収益対経常費用比率については、平成 18 年度以降改善傾向にあり平成 20 年度で

88.9％である。これは統計指標（平成 19 年度地方公営企業年鑑：病床 500 床以上黒字）

の 91.2％に比べ若干下回っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４） 繰入金、剰余金の推移 

①繰入金の比較 

繰入金（資本的収入含む）については、平成 18 年度以降減尐しているが平成 20 年度

で 10.3 億円程度の繰り入れがされている。 
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医業収支比率と実質収益対経常費用比率の推移と比較

医業収支比率 実質収益対経常費用比率
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②剰余金又は欠損金の推移 

純損益は平成 18 年度に▲960,998 千円であったが、平成 20 年度には▲687,485 千円

まで減尐している。 

この影響で、累積欠損金については平成 14 年度の▲1,540,486 千円より年々増加傾向

にあり、平成 20 年度には▲4,766,164 千円となっている。 
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５） 医業収益に対する費用比率の推移と比較 

①費用の構成比率 

医業収益に対する費用構成比率をみると、職員給与費は平成 16 年度以降若干増加傾向

にあり、平成 20 年度は 60.1％である。また、医療材料費については平成 16 年度以降若

干減尐傾向にあり、平成 20 年度は 23.8％である。市立島田市民病院が療養病床を含む

など病棟構成が異なるといった特徴を前提に統計指標（平成 19 年度地方公営企業年鑑：

病床 500 床以上黒字）と比較すると、職員給与費、減価償却費については平均値を上回

っており、医療材料費、委託料、その他は僅かながら下回っている。 
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②給与費・委託費比率の推移と比較 

給与費・委託費比率は、平成 16 年度の 66.6%に対し、平成 20 年度は 69.9%と増加し

ている。また、統計指標（平成 19 年度地方公営企業年鑑：病床 500 床以上黒字）の 57.9%

を上回っている状況である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③材料比率の推移と比較 

材料費比率は、平成 16 年度以降若干減尐傾向にある。内訳としては平成 20 年度で薬

品比率が増加しその他比率が減尐している。統計指標（平成 19 年度地方公営企業年鑑：

病床 500 床以上黒字）の 29.0%と比較すると、低い割合となっているがこれは病棟構成

の違いと院外調剤の影響が大きい。 
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（５）病床 100床当たり職員数の比較 

病床 100 床当たり職員数は平成 20 年度で統計指標（平成 19 年度地方公営企業年鑑：

病床 500 床以上黒字）と比較し全体で多くなっている。内訳としては医師が若干尐なく

看護部門、事務部門、放射線部門、その他部門が多くなっていることが特徴である。 
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（６）職種別給与費の比較 

平成 20 年度の市立島田市民病院の職種別給与費を比較すると、各職種とも平均年齢が低

い影響もあるが、統計指標（平成 19 年度地方公営企業年鑑：病床 500 床以上）と比較し

若干下回っている。 
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（７）各部門の状況 

１） 手術件数推移 

①診療科別手術件数推移 

手術件数は、精神・神経科及び他の診療科の件数の減尐の影響により、平成 17 年度

以降減尐傾向にある。その原因は精神・神経科が撤退したことや整形外科、脳神経外科、

外科等の医師数の減尐等の理由により手術件数の低下が考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②麻酔別手術件数推移 

麻酔別手術件数については、全身麻酔件数が平成 17 年度以降減尐している。この原

因は麻酔科医が 3 人から 2 人に減尐したことが影響していると考えられ、上記の各科の

医師数の減尐による手術件数の低下と合わせ今後の医師確保対策が重要となる。 
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２） 放射線件数推移 

①放射線室件数推移 

放射線室検査件数は平成 18 年度以降減尐傾向にある。その原因は一般撮影検査の減尐

が影響している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②健診センター検査件数推移 

健診センター検査件数は平成 18 年度以降増加している。その原因は胃透視検査の増加

と胸部 XP 検査の増加による。 
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３） 臨床検査件数推移 

臨床検査件数は、平成 20 年度は平成 19 年度と比較し若干減尐している。減尐している原

因は生化学検査件数の減尐による。 
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４） 公衆衛生活動収益と医療相談収益の動向 

①公衆衛生活動収益の推移 

公衆衛生活動収益については年々増加傾向にあり、平成 20 年度で 66,749（千円）で

ある。増加している原因は母子保健法に基づく健康診断事業収益の増加が影響している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②医療相談収益の推移 

医療相談収益については年々増加傾向にあり、平成 20 年度で 121,672（千円）である。

増加している原因は人間ドック収益、政府管掌一般健康診断収益の双方の増加が影響し

ている。 
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（８）病院の連携状況 

１） 紹介率の推移 

紹介率については地域医療支援病院紹介率、逆紹介率ともに向上しており、地域医療

支援病院の承認条件をもう尐しでクリアする状況である。 
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２） 紹介患者の動向（期間；平成 20 年 8 月～平成 21 年 7 月） 

①地域別紹介患者割合 

地域別紹介患者割合については島田市（旧島田）で 49.9％、島田市（旧島田、旧金

谷、旧川根）で 60.5％を占めている。また、藤枝市が 9.8％と割合が多くなっている。

平成 21 年度は榛南地域からの患者割合が増加していることが予想される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②紹介先医療機関数と累積構成比 
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３） 診療科別紹介件数の状況 

①診療科別紹介件数 

診療科別紹介件数については年々増加傾向にあり、平成 20 年度で 10,909 件となって

いる。増加している原因としては消化器科、循環器科、放射線科、歯科・口腔外科、救

急科の増加が影響している。 
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（９）市立島田市民病院の診療実績 

平成 20 年度厚生労働省 DPC 調査の結果に基づき、平成 20 年 7 月 1 日から 12 月 31 日ま

での期間に退院した患者データを利用し、 

①どのような傷病の患者が、何人退院したか(患者数)、②それぞれの傷病の患者の入院日数

の平均が、何日であったか(平均在院日数)、③それぞれの傷病のために、病床がいくつ必要で

あったか(病床数)のデータを基に、志太榛原地域の中での市立島田市民病院の傷病の患者に対

する入院医療の提供状況を把握する。 

 

１） 診療実績一覧（症例数） 

市立島田市民病院の DPC 対象疾患の症例数は 603.7 症例/月であり静岡県の中で 9 番目

に多い状況である。 
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２） 診療実績一覧（平均在院日数） 

市立島田市民病院の DPC 対象疾患の平均在院日数は 11.8 日であり、静岡県の中で 6 番

目に短い状況であり、静岡県内の平均 14.3 日と比較しても短縮されている状況である。 
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３） ４疾病別の状況（がん） 

①がん：症例数（上位 40 施設） 

市立島田市民病院の DPC 対象疾患のうちがんの症例数は 190.0 症例/月であり、静岡県

の中で 10 番目に多い状況である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②がん：平均在院日数（上位 40 施設） 

市立島田市民病院の DPC 対象疾患のうちがんの平均在院日数は 12.3 日であり、静岡県

の中で 14 番目に短い状況であり、静岡県内の平均 13.2 日と比較しても短縮されている状

況である。 
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４） ４疾病別の状況（脳血管障害） 

①脳血管障害：症例数（上位 40 施設） 

市立島田市民病院の DPC 対象疾患のうち脳血管疾患の症例数は 26.5 症例/月であり、静

岡県の中で 9 番目に多い状況である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②脳血管障害：平均在院日数（上位 40 施設） 

市立島田市民病院の DPC 対象疾患のうち脳血管疾患の平均在院日数は 15.9 日であり、

静岡県の中で 4 番目に短い状況であり、静岡県内の平均 22.3 日と比較しても短縮されてい

る状況である。 
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５） ４疾病別の状況（虚血性心疾患） 

①虚血性心疾患：症例数（上位 40 施設） 

市立島田市民病院の DPC 対象疾患のうち虚血性心疾患の症例数は 42.5 症例/月であり、

静岡県の中で 9 番目に多い状況である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②虚血性心疾患：平均在院日数（上位 40 施設） 

市立島田市民病院の DPC 対象疾患のうち虚血性心疾患の平均在院日数は 7.2 日であり、

静岡県の中で 15 番目に短い状況であり、静岡県内の平均 7.2 日と比較しても同等の状況で

ある。 
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【症例/月】 診療実績一覧（虚血性心疾患症例数）
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６） ４疾病別の状況（糖尿病） 

①糖尿病：症例数（上位 40 施設） 

市立島田市民病院の DPC 対象疾患のうち糖尿病の症例数は 2.5 症例/月であり、静岡県

の中で 22 番目に多い状況である。静岡県内の平均 6.6 症例/月と比較しても尐ない状況で

ある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②糖尿病：平均在院日数（上位 40 施設） 

市立島田市民病院の DPC 対象疾患のうち糖尿病の平均在院日数は 13.6 日であり、静岡

県の中で 8 番目に短い状況であり、静岡県内の平均 17.4 日と比較しても短縮されている状

況である。 
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７） 市立島田市民病院の DPC 対象疾患の症例数と平均在院日数 

①DPC 対象疾患（症例数/月） 

市立島田市民病院の DPC 対象疾患の症例数/月は、肺炎・急性気管支炎・急性細気管

支炎 59.8 症例/月、狭心症・慢性虚血性心疾患 36.3 症例/月、肺の悪性腫瘍 35.2 症例/月、

小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）30.2 症例/月、白内障・水晶体の疾患 25.0 症例

/月、脳梗塞 21.2 症例/月、大腸（上行結腸からＳ状結腸）の悪性腫瘍 18.3 症例/月、心不

全 17.2 症例/月、慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 16.2 症例/月、胃の悪性

腫瘍 16.0 症例/月、前立腺の悪性腫瘍 13.5 症例/月の順に多くなっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②DPC 対象疾患（平均在院日数） 

市立島田市民病院の DPC 対象疾患の平均在院日数は、白内障、水晶体の疾患 4.0 日、

小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）4.1 日、前立腺の悪性腫瘍 4.6 日、上部尿路疾

患 5.0 日、狭心症、慢性虚血性心疾患 6.0 日、ウイルス性腸炎 6.2 日、鼠径ヘルニア 6.2

日、慢性Ｃ型肝炎 6.3 日、虫垂炎 7.4 日、その他の感染症 7.6 日、頭蓋・頭蓋内損傷 9.1

日、膀胱腫瘍 9.8 日の順に短くなっている。 
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③DPC 対象疾患（占有病床数） 

市立島田市民病院の DPC 対象疾患の占有病床数は、肺炎、急性気管支炎、急性細気

管支炎 30.0 床、肺の悪性腫瘍 22.2 床、心不全 9.8 床、脳梗塞 9.5 床、慢性腎炎症候群・

慢性間質性腎炎・慢性腎不全 8.4 床、 非ホジキンリンパ腫 7.2 床、大腸（上行結腸から

Ｓ状結腸）の悪性腫瘍 7.1 床、狭心症、慢性虚血性心疾患 7.1 床、胃の悪性腫瘍 7.0 床、

ヘルニアの記載のない腸閉塞 5.1 床の順に多くなっている。 
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３ 医療需要に対する現病院の適応状況（課題の抽出と能力の評価） 

（１）外部環境調査のポイント 

１） 志太榛原保健医療圏の状況 

 市立島田市民病院の位置する志太榛原保健医療圏では、基準病床 4,244 床に対し、既存

病床 3,368 床で 876 床の病床不足地域となっている。 

 島田市の人口は、平成 16～20 年は約 104,000 人程度で高齢化率は年々増加している。 

 島田市の主要死因別死亡割合は、「悪性新生物」及び「脳血管疾患」が全国割合より高い。 

 島田市の出生率（人口千対）は全国・県対比より低い。 

 島田市の人口 10 万人対の医療従事者数をみると、「医師」は全国値の約 70％程度、「薬

剤師」も全国値の約 74％程度と尐ない。 

 志太榛原保健医療圏内の医療機関は、市立島田市民病院を含めて 13 病院で、病院群輪番

制病院7（二次救急医療）は 4 病院、災害拠点病院は 3 病院となっている。 

 志太榛原保健医療圏内で標榜数の多い診療科は、内科、リハビリテーション科、循環器

科、外科、整形外科、皮膚科が挙げられる。 

 

２） 救急搬送状況 

 搬送者数は、平成 17 年以降は毎年 3,600 人程度となっている。 

 事故種別の搬送状況は、「急病」が約 60％程度を占めている。 

 傷病程度別の搬送人員数は、「軽症」が 50％程度、「中等症」40％程度、年齢別の搬送人

員数は「老人」の搬送人員および割合は増加傾向にあり、平成 20 年には全体の約 60％

程度を占めている。 

 搬送医療機関別の搬送人員数は「市立島田市民病院」への搬送が全体の 90％以上を占め

ており、割合は年々増加傾向にある。 

 

３） 国保対象患者データからみた受療動向 

 国保対象患者の入院外来別受診割合（医科歯科）をみると、入院患者は 51.3％、外来患

者は 17.0％が島田市外の病医院で受診しており、外来患者は島田市内での受診が多い。 

 年齢別の患者割合は、「入院」患者は生産年齢人口（15～64 歳）が市外で受診する傾向

にあるが、「外来」患者は年齢を問わず、多くの患者が島田市内の医療機関で受診してい

る。 

 疾病別の患者割合は、入院患者では「皮膚及び皮下組織の疾患」、「呼吸器系の疾患」、「感

染症及び寄生虫症」、「新生物」の吸引率が高いが、「精神及び行動の障害」、「妊娠、分娩

及び産じょく」、「神経系の疾患」については、市外での受診が多くなっている。外来患

者では、「新生物」、「血液及び造血器の疾患及びに免疫機構の障害」、「周産期に発生し

た病態」の吸引率が高いが、「妊娠、分娩及び産じょく」、「周産期に発生した病態」につ
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いては、市外での受診が多くなっている。 

 診療単価別の患者割合は、入院患者は 30,000 円以上が島田市内での受診割合が高い。外

来患者は、診療単価に関係なく島田市内での受診割合が高い。 

 入院患者は「市立島田市民病院」での受診が約 50％弱を占め、精神科の入院患者は、島

田市外の精神病床を有する「藤枝駿府病院」、「焼津病院」等で患者が 100％受診してい

る。残りの島田市外の医療機関を受診している患者の多くは、一般病床や療養病床を有

している「藤枝平成記念病院」、「榛原総合病院」やがん医療に特化している「県立静岡

がんセンター」を受診していると思われる。外来患者は「市立島田市民病院」や島田市

内の医療機関での受診が多いが、検査等が充実していると思われる総合病院では診療単

価が 10,000 円以上となっている。 

 

４） 吸引率 

 志太榛原保健医療圏内における市立島田市民病院の疾病別の吸引率は、「感染症及び寄生

虫症」「呼吸器系の疾患」「眼及び付属器の疾患」が高い。 

 

５） 需要予測 

 志太榛原保健医療圏の将来人口は、全人口は減尐し、65 歳以上の人口割合が増え、高齢

化率は今後も増加することが予測される。 

 傷病別の推計患者数は、入院で患者数の多い疾患としては、「循環器系の疾患」、「新生

物」が挙げられ、全体的にどの疾患も患者数は僅かの増加若しくは横ばい傾向となる。

外来で患者数の多い疾患としては、「消化器系の疾患」、「循環器系の疾患」、「筋骨格系及

び結合組織の疾患」が挙げられ、全体的にどの疾患も患者数は横ばい状態若しくは減尐

傾向となる。 

 一般病床の対象となる推計患者数は、平均在院日数の短縮を考慮しても、平成 42年（2030

年）までは微増し、580 人/日程度となることが予測される。 

 療養病床（医療保険適用病床）の対象となる推計患者数は、平成 42 年（2030 年）まで

は僅かずつ増加傾向（214 人/日程度）をたどるが、療養病床の減床政策の影響を受ける

ことから確定はできない。 

 療養病床（平成 23 年度末までの介護保険適用病床）の対象となる推計患者数は、平成

42 年（2030 年）までは僅かずつ増加傾向（99 人/日程度）をたどるが、医療制度改革に

伴い、平成 23 年（2010 年）を目処に介護保険適用病床は病床枞から除外されることと

なるため、本推計患者数は医療保険適用病床への転床または介護老人保健施設等への入

居による数値に置き換わるものとなる。 
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（２）内部環境調査のポイント 

１） 病院の患者動向 

 入院診療単価については年々増加傾向にあり平成 20 年度で 42,000 円/日を超えている

状況である。特に平成 19 年度からの単価の伸びが大きいがこれは 7：1 看護8基準取得

と DPC 導入の影響が大きい。外来診療単価についても年々増加傾向にあり平成 20 年

度で 10,554 円/日となっている。 

 １日当たり入院患者数については病床数の変更と平均在院日数の短縮の影響で減尐傾

向にあり、外来患者数についても地域の病院や医院等の「かかりつけ医からの紹介」を

受ける紹介型外来診療への転換の影響で減尐傾向にある。地域の基幹病院として病院と

地域の医療機関との機能分担を行い、専門的な検査や入院が必要な治療にシフトしてき

た経緯がうかがえる。 

 平成 20 年度の市立島田市民病院の入院患者数のうち島田市（島田地区、金谷地区、川

根地区）が約 76％、川根本町 7％程度を占める。外来患者のうち島田市（島田地区、金

谷地区、川根地区）が約 80％、川根本町 6％程度を占めている。市立島田市民病院は島

田市、川根本町を対象とした診療圏における地域の中核病院としての役割が求められて

いる。 

 平成 20 年度の市立島田市民病院の病床利用率は 84.3％であり、一般病棟の病床利用率

が減尐傾向にあり、療養病床については増加傾向にある。また、一般病棟の平均在院日

数は 15.5 日であり統計指標（平成 19 年度地方公営企業年鑑：病床 500 床以上黒字）と

比較して若干長くなっている。 

 

２） 市立島田市民病院の経営状況 

 実質収益対経常費用比率については、平成 16 年度には 88.0%であったが平成 20 年度

で 88.9％である。 

 繰入金（資本的収入含む）については、平成 16 年度以降増減しているが、各年度にお

いて 10 億円程度の繰入れがされている。 

 給与費・委託費比率は、平成 16 年度の 66.6%に対し、平成 20 年度は 69.9%と増加し

ている。 

 職種別給与費は統計指標（平成 19 年度地方公営企業年鑑：病床 500 床以上黒字）と比

較すると、市立島田市民病院の職員のほうが若干年齢が若く、給与費が低い傾向がある。 

 

３） 部門別の状況 

 手術件数は、精神・神経科及び他の診療科の件数の減尐の影響により、平成 17 年度以

降減尐傾向にある。その原因は精神・神経科が撤退したことや整形外科、脳神経外科、

外科等の医師数の減尐等の理由により手術件数の低下が考えられる。 
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 放射線室検査件数については平成 18 年度以降減尐傾向にある。 

 公衆衛生活動収益、医療相談収益については平成 17 年度以降、順調に増加している。 

 

 

４） 病院の連携状況 

 平成 20 年度の紹介率と逆紹介率の推移は、平成 18 年度より増加傾向にあり、地域医療

支援病院の承認条件をもう尐しでクリアできる状態となっている。 

 紹介先については島田市内からが全体の 60.5％であり、藤枝市からも 9.8％となってい

る。 

 紹介先 628 件のうち上位 25 件で全体の 50.4％、上位 78 件で全体の 80.3％、上位 133

件で全体の 90.0％の紹介件数累積構成となっており、特定の病医院からの紹介に集中

している状況がうかがえる。 

 

５） 市立島田市民病院の診療実績 

 平成 20 年度厚生労働省 DPC 調査によると、市立島田市民病院の DPC 対象疾患の症例

数は静岡県内の中でも上位に位置づけられており、平均在院日数も 11.8 日と短くなっ

ている。 

 ４疾病（がん、脳血管障害、虚血性心疾患、糖尿病）の症例数については、がん、脳血

管障害、虚血性心疾患の症例数は県内でも上位に位置づけられ、その平均在院日数は県

内の主要病院と比較しても短くなっている。 

 市立島田市民病院の DPC 対象疾患のそれぞれの傷病のために、病床がいくつ必要であ

ったか(病床数)については、肺炎、急性気管支炎、急性細気管支炎 30.0 床、肺の悪性腫

瘍 22.2 床、心不全 9.8 床、脳梗塞 9.5 床、慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不

全 8.4 床、非ホジキンリンパ腫 7.2 床、大腸（上行結腸からＳ状結腸）の悪性腫瘍 7.1

床、狭心症、慢性虚血性心疾患 7.1 床、胃の悪性腫瘍 7.0 床、ヘルニアの記載のない腸

閉塞 5.1 床の順に多くなっている。 
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（３）まとめ 

１） 新病院機能 

島田市の特徴としては、国保患者の入院外来別受診割合によると入院患者の 51.3％が市

外病医院で受診しており、外来患者については 17.0％が市外病医院で受診している。 

その理由は、精神疾患や分娩・周産期等に対応した医療機関が不足していることと、主

に長期療養患者の市外での受診が影響していると考えられる。これらの市外での受診患者

に対しての対応が課題となる。また、今後の島田市においては高齢化が進展するものの、

平均在院日数の将来的な短縮を踏まえると一般病床対象患者の増加は望めない状況である。

また、高齢化に伴い救急患者数については今後、増加していくことが想定されるが、現状

でも島田市の救急患者については約 95％が市立島田市民病院へ搬送されている。 

市立島田市民病院は、島田市を主な診療圏とする当該地域の中核病院として、急性期病

院としての機能をさらに明確にし、一般医療のほか、高度・特殊・専門医療ならびに救急

医療に積極的に取り組み、二次救急医療機関として小児を含めた救急医療体制を維持し、

医療関連施設・介護関連施設等の周辺機関との連携体制のより一層の強化が求められる。 

平成 21 年度は、入院患者増により医業収益が好転しているが、これは志太榛原医療圏の

不安定な状況による一時的な影響と考えられ、今後は更に質の高い医療提供と経営健全化

に留意が必要である。 

今後は、策定された病院改革プランに基づき、経営分析等を継続的に行いながら毎年度

の評価と点検により、経営健全化指標を管理することで着実に計画を推進していくことが

求められる。 

 

２） 病床規模の考え方 

静岡県保健医療計画（平成 22 年改正）による志太榛原医療圏の基準病床数と既存病床数

の比較では病床数が不足であるが、我が国の人口は平成 17 年に減尐に転じ、高齢化率が平

成 42 年には 30％を超え、地方ではこの傾向が更に進むとも言われている。 

病床規模の考え方については、志太榛原医療圏内公立病院の機能維持を前提とし、一般

病床については、人口減尐予測と在院日数の短縮を考慮すると新入院患者数は減尐してい

くことが考えられる。新病院の病床稼働率を 90～95％程度に設定すると必要病床数は 350

床程度となる。回復期リハビリテーション病床については医療圏内で不足している状況が

あり現病床 35 床を継続させる。療養型病床（医療保険適用病床）については、推計患者数

が今後微増することが予測され、現病院の病床稼働状況も開設以来、年々増加している状

況であり、現在の病床数 35 床を継続させるが、周辺医療機関の状況等を考慮し将来的に一

般病床からの転換も考慮しておく必要がある。精神病床、結核病床、感染病床については、

公的病院の使命として現在の病床を継続させる。 
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３） 整備目的 

市立島田市民病院は、昭和 54 年の開院以来島田市の中核病院としての役割を担いながら

地域に密着した自治体病院として今日に至っている。 

当院では、病院をとりまく環境の変化に対応して、施設の増改築を重ねながら病院機能

の充実を図ってきたが、本館は建築から 30 年を過ぎ、新耐震基準による「耐震性がやや务

る建築物（倒壊する危険性は低いが、かなりの被害を受けることも想定される）」に位置づ

けられる。また、東館等も含め施設と設備の老朽化と狭隘化が指摘されている。 

経営健全化による継続可能な病院運営のための病床規模縮小と災害拠点病院機能強化と

しての耐震性能強化が求められる。 
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II  機能規模 

 

１ 新病院の理念 

自治体病院として、地域医療に貢献する。 

 

２ 新病院の基本方針 

1． 急性期から慢性期まで質の高い医療を実践する。 

2． 地域の医療機関や保健・福祉機関と連携する。 

3． 患者の権利を尊重し、医の倫理を遵守する。 

4． 優れた医療人を育成する。 

5． 医療を維持するため、健全経営を行う。 

 

３ 機能別方針 

 

（１）急性期医療 

急性期医療9を担う病院として、地域医療機関との病病・病診連携を積極的に行いながら、

高度な医療をより多くの地域住民に提供する。 

また、質の高い医療を提供するために、チーム医療を実践するとともに、常に安全性を

確保し、患者が安心できる医療体制を整備する。 

 

（２）救急医療 

救急医療においては、中等症や重症の患者を中心に診療を行い、地域における二次救急

医療機関としての役割を果たす。また、初期救急機関、三次救急機関との連携により救急

機能の更なる整備・充実を図る。 

 

（３）小児医療 

全国的にも小児科医が不足している中で、小児は地域の将来を担う重要な存在であるた

め、引き続き小児に多く見られる感染症対応や小児二次救急医療の充実を図る。 

 

（４）周産期医療 

周産期医療10については、医師不足により十分な役割を果たすことは難しい状況にある

が、本院ではローリスク妊産婦の周産期医療を中心とし、ミドルリスク妊産婦にも対応し

た医療を提供する。また、ハイリスクな妊産婦に対して周辺医療機関と連携強化し、地域

において安心して分娩できる体制の整備を進める。 
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（５）がん医療 

がん医療については、外科的治療、抗がん剤治療、放射線治療等を組み合わせた質の高

い集学的治療や緩和ケア医療を提供する体制を整備するとともに、地域の医療従事者に対

する研修や情報提供、相談、診療支援を行うなど、がん診療連携拠点病院11としての機能

を整備し、がん医療の向上・充実を図り、がん診療連携拠点病院指定の取得を目指す。 

 

（６）先進医療・専門医療 

地域の中核病院として、先進・専門医療を提供する。また、病院スタッフが医療水準の

向上に常に努力するとともに、地域に対しても最新医療の知識・技能の提供を行う。 

 

（７）回復期・慢性期医療 

島田市周辺には慢性期に対応する医療施設が不足しており、社会復帰支援・適切な退院

支援を行うためには急性期治療後の継続的な入院環境の提供が必要である。そのために十

分な回復期・慢性期病床を確保する。また、地域連携パス12等を普及させることにより、

地域全体での早期退院・社会復帰の実現、在宅医療を支援するネットワークづくりを目指

す。 

 

（８）健診、ドック機能 

生活習慣病や悪性腫瘍をはじめとする疾病の早期発見・早期治療は健康維持に不可欠で

ある。早期発見には定期的な健康診断が必要であり、受診を契機に日常生活を見直し健康

を増進することで、病気を予防することが可能となる。このため、現在の健診センターの

機能を保持し更なる活用を図る。 

 

（９）災害時対応医療 

災害拠点病院13として地震等の災害時における体制を整える。地域災害医療センター14と

して派遣医療チーム保持に努める。 

 

（１０）医療人育成機能 

地域における中核的な教育・研修病院として、若手医療人を養成する。救急医療、専門

医療、慢性期医療の分野で幅広い領域の教育を行い、複数の専門資格の習得を支援し、全

人的な診療を可能とする人材の育成を図る。そのことにより、後継人材を確保し、地域に

貢献する。 
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４ 機能別方針実現のための基盤整備 

上記の３で掲げた方針を実現するためには以下の基盤整備が必要である。 

 

（１）地域医療機関との連携 

地域の中核病院として、高度・専門医療を提供していく上で、地域の医療機関との連携

は不可欠であり、窓口の設置、施設・機器の共同利用の推進、研修の実施等に関する体制

の整備を進めていく。 

 

（２）人材の確保 

医療の質の向上と安全・安心な医療の提供を図るため、引き続き医師・看護師の確保に

努める。 

 

（３）経営健全化の推進 

地域中核病院として安定的かつ継続的に医療を提供するため、医療資源の効率的活用や

経営企画機能の強化等により経営の健全化を推進する。 

 

（４）情報システムの構築 

安全で質の高い医療の提供、情報の共有化、標準化による業務の効率化を目指し、コス

トの圧縮を考慮し電子カルテ15等の情報システムを構築する。 

また、将来的に周辺医療機関との連携強化や地域医療体制の充実を図るため、セキュリ

ティーを考慮した地域ネットワークシステムの構築を検討する。 
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５ 新病院の機能 

 

（１）病床数及び病床種類 

一般病床 350 床 

療養病床 35 床 

精神病床 20 床 

結核病床  8 床 

感染病床 6 床 

回復期リハビリテーション 34 床 

ただし、一般病床のうち 50 床については、療養病床に将来変更可能な設計とする。 

 

（２）診療科 

二次救急機能を維持するために、現在標榜している診療科を維持することとする。 

診療科（医療法） 院内標榜科 

内科 

呼吸器内科 

循環器内科 

消化器内科 

糖尿病・内分泌内科 

血液・リウマチ科 

腎臓内科 

漢方内科 

緩和ケア内科 

神経内科 

心療内科 

小児科 

皮膚科 

放射線科 

精神科 

臨床検査科 

病理診断科 

 

外科 

整形外科 

形成外科 

脳神経外科 

呼吸器外科 

泌尿器科 

産婦人科 

眼科 

耳鼻いんこう科 

麻酔科 

歯科口腔外科 

救急科 

リハビリテーション科 

 

総合診療科 

脳卒中科 

健康管理科 

輸血療法科 

回復期リハビリテーション科 

療養科 
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III  組織運営のあり方 

社会を取り巻く環境が大きく変化するなかで、病院経営も大きな転換期にある。病院の経営状

態の悪化は、人口の高齢化、医療の高度化による医療費の高騰、財政状況の悪化、医療費抑制政

策、医師不足など医療を取り巻く環境の変化によるとされている。 

病院経営においても、病院の進路選択や意思決定における複雑性が増すとともに、より迅速な

環境適応が組織に求められるようになってきている。この様な先行き不透明な時期に、全職員が

一致協力して患者中心の医療を担っていく必要ある。 

そのために、「共通の価値観や強みを明確にし」、「組織としての能率向上を図る」、「リーダー

シップとマネジメント」への重要性が増している。環境変化を恐れず、組織と人材のバージョン

アップを図り、組織の機能全開と活性化を実現することに主眼を置き、環境変化にもゆらぐこと

のない経営基盤を確立することが重要となる。 

１ 戦略的経営の導入 

現在、実施している BSC 活動16による戦略的経

営を継続し、全職員が参加して、トップダウン及

びボトムアップの下に、一連の目的、目標に基づ

く中期計画の策定、実行、業績評価、フィードバ

ック、成果の判定を行う。病院経営の存続のため

には経営の安定が不可欠であり、職員一人ひとり

が病院の置かれている現状を認識することにより、

全職員が「自らの病院は自らの力で守る」との意

識を持つことが重要である。 

２ 組織力の向上 

現実に直面した上で、職員一人ひとりが組織の進むべき方

向性に対して、自らの考えや行動が合っているのか、状況の

変化に対応できているかに気づくことが必要となる。 

日々の業務の中で、一人ひとりの職員が気づきを具体的な

行動につなげていくことが重要である。小さな成功の積み重

ねが大きな成功につながり、個々の職員にとっても、小さな

成功の感動や満足感が次の行動の原動力となる。 

また、BSC 活動の中で組織のビジョン実現に向けて PDCA

（計画～実行～評価～改善）サイクルを習慣化することで病院組織の価値がスパイラル的に向

上することを全職員が認識することが重要である。 

医療サービスは基本的にはヒトが動いて創造するものであり、人材育成への投資が重要であ

る。獲得利益を人材育成にどれだけ向けることができるかが「職員を吸着して離さない病院」

として目指すべき姿となる。 

戦略的経営の導入 

1.事業の目的と使命を定義する 

2.目標（約束）を引き出す 

3.目標（約束）の優先順位をつける 

4.業績についての測定尺度を決める 

5.フィードバックする 

6.目標対成果を監査する 

人材育成の視点

業務プロセスの視点財務の視点

顧客の視点

ビジョン
（目標）

人材育成の視点

業務プロセスの視点財務の視点

顧客の視点

ビジョン
（目標）
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IV  部門別基本計画 

 

１ 外来部門 

（１）部門方針 

 セカンドオピニオン17など多様化する患者ニーズに合わせた外来診療を充実する。 

 接遇改善に取り組み、優しい心で接すると共に、安全で確実な診療を提供する。 

 予約制度や情報システム等の整備により、待ち時間の短縮化等を図る。 

 ブロック化や業務の中央化･集約化により効率化を図る。 

 患者のプライバシーの確保に努める。 

 地域医療機関等との連携を充実させる。 

 

（２）機能及び規模 

１） 診療科目 

診療科は 30 科（院内標榜 6 科）を基本とする。 

 

２） 外来患者数 

１日当たりの外来患者数は、1,100 人程度を想定する。 

 

３） 診察室 

①診察室数 

 フリーアドレス制18を採用し 40 室強を配置する。 

 

②診察室の形態、配置 

 各診療科は、内科系や外科系など、関連する診療科ごとにまとめて診察室を配置し、

患者にとって受診しやすい体制を整備する。 

 ブロック受付19を設置し、診療科の受付スタッフの効率的な配置を図る。 

 分かりやすい患者動線を確保するとともに、プライバシーの保護や感染防止に努める。 

 

４） 注射・点滴・処置 

 外来患者の注射・点滴・処置は中央化して行う。（但し、小児は除く） 

 注射・点滴・処置用ベッドは 15 床程度とする。 

 

５） 検査（血液・尿・喀痰） 

 外来患者の血液・尿・喀痰の採取は、中央化した採血・採尿室で行う。 

 患者の状態に合わせて、医師または看護師の判断に基づき各診療科処置室で行う。 
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 採血・採尿室での検体採取は、検査技師及び外来看護師が行う。 

 

６） 化学療法 

 抗がん剤治療を行う外来化学療法は、無菌調製室に隣接した外来化学療法室で行う。 

 ベッドは 15 床程度確保する。 

 

７） 外来手術機能 

 中央手術室内に日帰り手術が行なえる手術室を設置する。 

 日帰り手術患者の観察用に中央処置室のベッドを利用する。 

 

（３）運営計画 

１） 診療体制 

①診療日 

診察日：土、日曜・祝日及び年末年始（12/29～1/3）を除く毎日 

 

②受付時間・診察時間 

 受付時間:午前 8 時～午前 11 時 

 診察時間:午前 8 時 30 分から 17 時（診療終了） 

※上記が原則、科別に例外あり。 

 

③診療予約制 

 予約制度を充実し、患者の利便性向上と待ち時間短縮を図る。 

 対象患者は、再来患者及び紹介患者とする。 

 

④地域連携 

専用窓口を設け紹介患者については、次のような優遇化を図る。 

 紹介時の予約取り（初診予約） 

 診察券（ＩＤカード）の事前発行 

 

２） 処方 

 外来調剤は院外処方箋を発行し、院外調剤を原則とする。 

 ＦＡＸコーナーを設置し、調剤薬局への処方箋送付の便宜を図る。 
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３） 受付方法 

①初来院患者の受付 

初来院患者は新患受付で受付を行う。 

 

②再来患者の受付 

再来患者の受付は自動再来受付機で行い、再診受付窓口は設置しない。 

 

４） 各診療科の受付 

各診療科の受付は、複数の診療科をまとめたブロック受付にて対応する。 

 

５） 案内・誘導方法 

診察室への患者誘導は、プライバシーにも配慮しながら番号表示システムを導入する。 

 

６） 会計方法 

会計待ち時間の短縮を図り、患者の利便性を向上させる観点から、自動支払機を採用す

る。 

 

（４）諸室及び配置 

 感染症患者対応の診察室を確保する。 

 問診専用スペースを確保する。 

 小児科にキッズルームを設置する。 

 内視鏡部門と外科・消化器内科を近接させる。 

 透析部門と腎臓内科を近接させる。 

 放射線部門と整形外科・泌尿器科を近接させる。 

 小児科と耳鼻科・皮膚科を近接させる。 

 形成外科と皮膚科を近接させる。 

 循環器内科と生理検査室を近接させる。 

 泌尿器外来にＥＳＷＬ（結石破砕装置室）、泌尿器専用のＸ線ＴＶ装置を設置する。 

※今後、各科の利便性を考慮し、検討する。 
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２ 病棟部門 

 

（１）部門方針 

 医療安全面・感染管理面において安全な療養環境を提供する。 

 患者のプライバシーの確保、アメニティ20の向上により患者の快適性、利便性を高める。 

 チーム医療の実施、看護サービスの向上により地域の中核病院として入院機能の向上を

図る。 

 病床管理体制を充実し病床の有効活用を図る。 

 

（２）機能及び規模 

１） 病床数 

一般病床     350 床（ＩＣＵ21、ＣＣＵ226 床） 

療養病床      35 床 

回復期リハ病床   34 床 

結核病床      8 床 

感染症病床     6 床 

精神病床      20 床 

 計       453 床 

 

２） 看護単位23と看護体制 

一般病床 ：入院基本料 7：1 

回復期リハ：特定入院料 15：1 看護／30：1 看護補助 

療養病床 ：入院基本料 20：1 看護／20：1 看護補助 

精神病床 ：入院基本料 15：1 

感染症病床：入院基本料 2：1（一類） 

結核病床 ：入院基本料 7：1 

 

３） 病床配分・病棟構成 

 一般病棟は 40～45 床程度とし、診療科の特性を考慮した混合病棟を基本とする。 

 ＩＣＵ、ＣＣＵは 6 床程度整備する。 

 重症室はスタッフステーションに隣接して設置する。 

 周産期病床・小児病床・ＮＩＣＵ24的な機能及びその後方病床は近接して配置する。 

 耳鼻科・眼科病床は、入院と外来で処置室を共有できるように動線に配慮する。 
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４） 病室 

 病室は、4 床室と個室の組み合わせを基本とし、個室の割合は 25％強とする。 

 感染症・結核・小児病床は個室割合を増やす。 

 周産期病床には通常の分娩室・陣痛室に加えＬＤＲ室25（陣痛・分娩・回復室）を設

ける。 

 一般病床における一部の個室は、空気感染対策に対応する仕様とする。 

 

５） 病室の形態 

 多床室においても家具等を活用し、プライバシーの確保に努める。 

 感染症病室は「感染症医療機関の施設基準に関するガイドライン」に基づいた構造と

する。 

 

６） 病室の設備 

 多床室に洗面台を設置し、差額室料を徴する個室には洗面台とトイレを設置する。 

 特別室は、洗面台、トイレ、シャワー、応接セットを設置する。 

 

（３）運営計画 

１） 食事 

 日常生活サイクルや患者の希望に配慮した適時給食を実施する。 

 保温保冷配膳車を導入し、適温給食を実施する。 

 配膳方式は中央配膳26とする。 

 早期離床、アメニティを考慮し食堂加算のとれる病棟食堂を設置する。 

 選択メニューを採用する。将来的には特別注文食がとれる方向で検討する。 

 

２） 薬剤 

 ＩＶＨ27（中心静脈栄養）の調製を実施する。 

 1 フロアーに 1 箇所ずつサテライトファーマシー28を利用しやすい場所に配置し、薬剤

師と看護師が協力して注射剤の混合調製を実施する。 

 全入院患者を対象に薬剤管理指導業務を実施する。 

 

３） 検査 

採血は原則として病棟を巡回して行う。 

 

４） リハビリテーション 

 自宅退院を目標に専門性を活かしてケアにあたり、生活に密着したリハビリを実施す
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る。 

 リハ病棟の機能訓練室は看護室から見える場所に配置する。 

 各病棟でリハカンファを行い看護計画に反映する。 

 

５） 病床管理 

入退院管理室を設置し事務部門と連携して病床管理と入退院事務を一元化し、利用率の

向上を図る。 

 

（４）諸室及び配置 

 スタッフステーション(スタッフ休憩室含む)、プレイルーム（小児病棟に設置）、サテラ

イトファーマシー（1 フロアーに 1 箇所ずつ）、処置室、カンファレンス室、病状説明室

兹指導室、面会室、病棟デイルーム29、浴室、器材保管庫、リネン庫、ランドリー、汚

物処理室、トイレ、ＬＤＲ、仮眠室等 

 4 床室の患者を対象としたトイレは、病棟に 2 か所程度設け、車いす介助にも配慮した

広さとする。 

 各病棟にオープンスペース（説明室を兹ねた）を設置し、血圧計等にて患者が自己管理

できるようにする。 
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３ 救急部門（救急センター） 
 

（１）部門方針 

二次救急医療機関の中核施設の一つとして、救急医療に対して積極的な役割を担う。 

 救急搬送患者は基本的に全ての症例を受け入れる。 

 緊急で重篤な症状の患者を対象に、24 時間の受け入れ態勢を整備する。 

 

（２）機能及び規模 

１） 診療日・診療時間 

 診察日は 365 日とする。 

 救急車の搬送受け入れは 24 時間対応とする。 

 自己来院する患者の診療時間は、平日 17：00～翌朝 8：30、土・日・祝日 24 時間とす

る。 

 

２） 対象患者 

緊急で重篤な症状の患者を対象とする。 

 

３） 体制 

 診療時間内は、救急チームが初期対応し、必要に応じて各診療科の医師が対応する。 

 時間外は、原則全診療科の医師が内科系、外科系の当直に従事し、当直医が対応する。

また、当直以外の診療科も、必要に応じてオンコール30にて医師が対応する。 

 ドクターヘリを中心とした救急センター体制を考える。 

 

４） 病床 

 観察ベッドは 5 床とする。 

 夜間救急の軽症用ベッドを 2 床程度病棟で確保する。 

 

（３）運営 

１） 受付・会計対応 

 時間内の会計は、原則として外来の計算・会計窓口で行う。 

 時間外の会計は、原則として預かり金制とするが、休日・夜間も含めて 24 時間会計処理

できる体制を整備する。 

 

２） 処方 

 時間内の処方は院外処方を基本とし、時間外は院内調剤とし当直の薬剤師が対応する。 
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＊土・日・祝日の日勤帯は院外処方（近隣薬局が当番制） 

 

３） 検査、放射線 

当直の検査技師、放射線技師が対応する。 

 

（４）諸室及び配置 

１） 部門の配置 

 救急外来は、外来部門と隣接し、病棟・放射線部門・手術部門等と連携し、円滑な治療

のできる施設配置とする。 

 

２） 主要諸室 

初療室 3 床、リネン庫 1 カ所 

トリアージ室 1 室、診察室 5 室（感染用 1 室）、ナース休憩室 1 室 

観察室 5 床、受付・事務 1 室 

汚物処理室・ゴミ庫 1 カ所 

霊安室 1 室、処置室 1 室 

放射線室(単純 X 線、CT31、ポータブルＸＰ 各 1 台) 

器材庫 2 カ所、感染患者用待合室、除染室、職員・患者用シャワー室 等 
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４ 健診部門（健診センター） 
 

（１）部門方針 

市民の疾病予防、健康増進に資するため、地域中核病院として地域保健医療の向上に努め、

市民の健康の保持・増進に寄与することを目的とし、次の方針を掲げる。 

 健診機能の充実を図るとともに、診療部門との連携を強化し、効率的な業務システムを

確立する。 

 受診者のニーズ、立場にこたえた健診項目の設定、結果説明および健康指導を実施する

とともに、継続的な健診受診体制の確立と積極的な精密検査受診の推進を図る。 

 

（２）機能及び規模 

１） 健診内容 

 一日ドックを中心に、一泊二日ドック、脳ドック、生活習慣病予防健診、事業所健診な

どを実施する。 

 市が行うがん検診、特定健康診査に対応する。 

 

２） 健診機能 

健診部門では、身体測定、視力、血圧、眼圧・眼底、聴力、肺機能、心電図、胸部Ｘ線、

胃部Ｘ線検査、内視鏡検査などを実施し、一部のオプション検査は、検査部門や放射線部門

などで実施する。 

 

（３）運営 

１） 受付 

健診部門に専用の受付、待合を設置し、専任のスタッフを配置する。 

 

２） 検査 

採血室を設置し、検体は検査部門に搬送して検査を行う。 

 

３） 診察 

 健診センターの診察室で健診担当医師が行う。 

 婦人科検診は、健診センター婦人科診察室で婦人科医師が行う。 

 

４） 教育・指導 

栄養指導や生活指導が必要な場合は、管理栄養士、保健師が行う。 
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（４）健診システム 

受診者情報および検査データ等の取り込み、結果報告書の自動作成等が行える健診システ

ムを導入し、診療部門の患者データとの共有化や電子カルテシステム等との連携を図る。 

 

（５）諸室及び配置 

１） 部門の配置 

 受診者と患者との動線交差のないよう、専用の出入り口を設ける。 

 新病院と専用の通路で連結させる。 

 

２） 主要諸室 

診察室、放射線室、エコー室、採血室、心電図室、計測コーナー、保健指導室、栄養相談

室、宿泊室、事務室等 
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５ 中央手術部門 
 

（１）部門方針 

 高度医療への対応 

中央手術部門は、当院に適した施設、設備とするとともに、日帰り手術にも対応できる

ように手術室及び関連諸室を整備する。 

 

 安全性の確保 

患者及び医療従事者の安全性確保のため、最新の感染制御の考えに基づき、動線計画、

空調管理、手術設備などについて精査し、最適な施設・設備とする。 

 

 機能的な配置 

中央手術部門は救急センターからの動線に配慮し、緊急手術にも対応できるように機能

的な配置とする。 

 

 効率的な運用 

的確なスケジュール管理を行い、緊急手術にも迅速に対応できるソフト的ハード的体制

を整備する。 

 

（２）機能及び規模 

１） 手術室数 

 手術室は 9 室（うち無菌手術室 1 室）とする。 

 ※仮置き（全体スペースを考慮し最終決定する） 

 外来手術室は、手術室の部屋を固定せず柔軟に運用する。 

 内視鏡手術に特化した手術室の整備を検討する。 

 

２） 手術室の形態 

 手術部門の配置計画は現病院と同様の形態「準備ホール・外周廊下型（市立島田市民病

院方式）」とし、スタッフ、患者、供給機材、汚染物の動線区分を行う。 

 手術室は、患者の安全を確保するために、スタッフや大型器材が余裕をもって移動・運

搬できる広さのスペースを確保する。 

 

３） 患者の搬送方法 

患者乗せ換えは行わない。 
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４） リカバリールーム 

術後リカバリーベッドは 2 床とする。 

 

５） デイサージャリー 

デイサージャリー32は可能な範囲で実施する。 

 

（３）運営 

１） 手術室の運用 

 手術室の利用は、基本的に曜日ごとに使用する科を定める。 

 手術室の使用時間は、8:30～17:30 を厳守する。ただし緊急手術の場合はこの限りでは

ない。 

 各手術室の診療科の固定化については、各科の手術件数等に応じ業務効率が最も高くな

る最適な運用を検討する。 

 緊急手術に迅速に対応できるように、余裕を持った予定手術の組み方を行う。 

 麻酔器、生体情報モニターは保守契約を結び患者の安全性を確保する。 

 手術室は監視カメラにてモニターし、動画映像を記録保存できるようにする。 

 生体情報モニターは麻酔科控室にて監視し、情報を保存できる体制を整備する。 

 

２） 検査 

血液ガス分析装置を配置する。 

 

３） 滅菌 

手術器具のセット化を進め、原則として手術部門内での滅菌は行わないが、緊急時の尐量

の器材を滅菌できる緊急滅菌コーナーを設ける。 

 

４） 放射線設備の整備 

 放射線撮影は放射線技師が行う。 

 ポータブルのＸ線撮影装置、外科用イメージを整備する。 

 

５） 維持管理 

手術室内外の清掃は術後に医療員、もしくは外注業者が行う。 

 

（４）諸室及び配置 

１） 部門の配置 

 中央手術部門と救急センターとの患者搬送動線に配慮する。 
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 中央手術部門と各病棟とは、患者搬送用エレベーターで結ぶなど、搬送動線に配慮する。 

 中央手術部門と中央材料室は、隣接または上下階に配置する。上下階とする場合は、専

用エレベーターで物品の回収、供給を行う。 

 病理検査室と近接させる。 

 輸血用血液製剤の供給が、迅速に対応できる場所が望ましい。 

 

２） 主要諸室 

 麻酔科医関連諸室（麻酔科控え室、診察室等） 

 スタッフ関連諸室（職員更衣室（男女別）、シャワー室、カンファレンス室、休憩室等） 

 患者・家族関連諸室（患者家族控室、家族説明室、患者更衣室（男女別）等） 

 機器展開室、器材室、薬品庫、リネン庫等 

 中央材料関係（返却室、組立室、滅菌室、払い出し室等） 
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６ 臨床検査部門 
 

（１）部門方針 

 医療過誤の観点から、患者の採血、輸血、検査等を行う場合のチェック体制を確立し、

感染予防に充分考慮し、安全で精度の高い検査を提供する。 

 迅速に検査結果を各科に報告できる体制を整備する。 

 患者の目線に立ち、放射線室、生理検査、採血室への誘導をわかりやすくし、検査効率

を高める。 

 臨床検査室の業務は院内で行い、院外委託検査を可能な限り院内導入とし経費削減を図

る。 

 

（２）機能及び規模 

１） 検体検査 

 一般、生化学・血清、血液、輸血、細菌の各検査機能を、検体検査室内に集約して配置

し、業務の効率化を図る。 

 緊急・迅速検査に対応するため、検体搬送用ダムウェーター及び気送管を検討する。 

 

２） 輸血検査 

血液型検査、不規則抗体、交叉試験の自動化及びシステム化による安全な輸血体制を確立

する。 

 

３） 細菌（微生物）検査 

適切な空調管理を行うなど、感染防止を考慮した構造、設備とする。 

 

４） 生理検査 

超音波、心電図、呼吸機能、脳波などの生理機能検査を実施する。 

 

５） 病理検査 

 迅速かつ正確に病理組織・細胞診断の提供を行う。 

 通常の病理組織・細胞診検査をはじめ、術中迅速病理組織・解剖を実施する。 

 病理診察室を設けて、患者へ結果報告や相談に対応する。 

 バイオハザード、有機溶媒対策の充実を図る。 

 搬送システムは臨床検査室や手術室とつなぐ。 
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（３）運営 

１） 採血・採尿 

外来患者の採血・採尿は、採血・採尿室で行う。 

 

２） 検査の報告 

迅速報告に努め、検査結果をはじめ、画像情報、病理診断・所見などは、電子カルテ上で

参照できるシステムとする。 

 

３） 緊急検査 

24 時間体制とし、時間外の検査は、当直技師が対応する。 

 

４） 輸血検査 

血液製剤の購入・在庫・使用を一元的に管理し、血液製剤に関する記録を保管・管理する。 

 

５） 細菌（微生物）検査 

迅速検査法などにより病原体検査の迅速化を図るとともに、感染防止対策に役立てる。ま

た、感染症診断・治療に有用な検査を実施する。 

 

６） 生理検査 

循環器系疾患をはじめとする高度医療に対応できるように、診断や治療に有用な検査を実

施する。 

 

７） 病理検査 

 通常の病理組織・細胞診検査をはじめ、術中迅速病理組織・解剖を実施するとともに、

病理解剖およびＣＰＣ33（臨床病理症例検討会）を実施するほか、各診療科と連携し症

例検討を行う。 

 解剖室の位置は霊安室に隣接させ、病棟から搬入しやすいようにエレベーターに近接し

た配置とするとともに、極力人目につかないように配慮する。 

 

８） 検体の搬送 

時間外や緊急時のために迅速で効果的な搬送システムの構築に努める。 

 

９） 試薬管理 

試薬の管理は、検査部門で行なう。 
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（４）諸室及び配置 

１） 部門の配置 

 一般、生化学・血清、血液、輸血検査の検査室と細菌（微生物）検査室を集約し、機能

的に配置する。 

 患者の動線を考え、検査室、生理検査室、放射線室は近接した配置とする。細菌室（洗

浄室含む）・輸血室も検査室に近接して配置する。 

 採血・採尿室と臨床検査部門は、外来患者の利便性に配慮し、近接した配置とする。上

下階の場合は、ダムウェーターなどの搬送設備を設けるとともに、人の動線も考慮する。 

 病理検査室は、術中検査に対応するために手術部門に近接して配置する。 

 救急センター、手術室への輸血用血液製剤の供給が、迅速に対応できる場所が望ましい。 

 各検査の待合いスペースが外来待合と重ならないような配慮をする。 

 

２） 主要諸室 

①検体検査 

 検体検査室、洗浄室、貯蔵（冷蔵）室、技局、当直室、血液製剤保存室等 

 

②採血・採尿 

 外来の採血・採尿室内に採尿用トイレ（男女別）を設置し、プライバシーに配慮する。 

 患者相談室を設ける。 

 

③細菌（微生物）検査 

 細菌（微生物）検査室、抗酸菌室、遺伝子検査室、処理滅菌室、培地作成室、フラン

室（培養室）、暗室等 

 

④生理検査 

 多目的室 10 室 

 脳波・筋電図室（シールドルーム） 2 室 

 防音性のある肺機能検査室 1 室 

 負荷心電図室 2 室（ＲＩシンチ含む）。 

（ＲＩ（シンチ）の部屋の一角にトレッドミル運動負荷検査を配置する。） 

 研修医レクチャー（心臓エコー）用の部屋 1 室（生理検査室に近接させ設ける。） 

 サーモグラフィ室 1 室 

上記の多目的室内に下記を整備する。（健診センター除く） 

 心電図（4 台） 

 ABI（血圧脈波検査装置）検査（1 台） 
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 ホルター心電図解析装置（2 台） 

 心エコー・血管エコー検査（4 台） 

 FMD（血流依存性血管拡張反応）検査（1 台） 

 

 

⑤病理検査 

 病理検査室は、組織切り出し室、細胞診鏡検室、染色室、自動免疫染色室、薄切室、

標本整理室、電子顕微鏡室等の諸室で構成する。 

 病理診断科外来は病理検査室に隣接して配置する。 

 解剖関連室は、解剖室、準備室、前室、標本保存室等の諸室で構成する。 

 

⑥輸血室 

自己血採血室、末梢幹細胞処理及び保存室 
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７ 薬剤部門 

 

（１）部門方針 

組織医療と患者本位の良質な医療提供の一環として、薬物療法の効果が充分に発揮できる

ように、患者の安全と安心を第一に考え、医薬品適正使用を推進する。 

 薬剤業務の効率的な運営と患者サービスの充実を図る。 

 他職種、他部門との円滑な業務連携を推進する。 

 医薬品の安全で効果的な使用のための管理と情報提供の充実を図る。 

 高度専門化する薬剤業務に対応しうる専門知識の習得に努める。 

 薬剤費の適正管理を行う。 

 

（２）機能及び規模 

１） 外来調剤 

 外来調剤は原則として院外処方とするが、調剤室に与薬窓口を設置し、救急患者や一部

外来処方に対応する。なお、救急外来への薬の供給はシューターを利用する。 

 がん化学療法に対する抗がん剤の混注業務は、外来化学療法室に隣接した無菌調製室で

実施する。（化学療法専用のオーダリングシステムを導入） 

 

２） 入院調剤 

 入院処方薬は定期・臨時を含め分包化の充実を継続する。 

 注射薬はピッキングマシン導入によりセット化を行う。 

 サテライトファーマシーで混注作業を実施する。 

 

３） ＴＰＮ、化学療法薬剤の調整 

クリーンルーム、クリーンベンチ、安全キャビネット等の専用の設備を備え、ＴＰＮ（高

カロリー輸液法）、抗がん剤等の調製を行う。 

 

４） 製剤業務 

薬剤部で安全性と安定性を十分に考慮し調製を行なう。 

院内製剤は次のとおりとする。 

 滅菌製剤 

 一般製剤 

 散剤 

 軟膏 
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５） ＴＤＭ・薬品試験業務 

 薬剤管理指導業務の一環として、特定薬剤治療管理（薬物血中濃度モニタリング：TDM）

に積極的に関わる。 

 専門の部屋(試験室)を設ける。 

 

６） 医薬品情報管理業務 

 医薬品情報管理（ＤＩ）室34を設置し、薬品情報の収集、院内への情報提供を行う体制

を整備する。 

 医療従事者や患者からの問い合わせに対しても迅速に対応する。 

 

７） 薬剤管理指導業務 

 診療科及び看護部門の理解と協力を得て、薬剤管理指導業務を継続する。 

 外来患者向けに服薬指導・相談の充実を図る 

 

８） 治験管理 

治験管理室を薬剤部門に設置し、治験業務の充実を図る。 

 

９） 教育・研修 

薬剤師の専門性を生かし、ＮＳＴ35（栄養管理サポートチーム）、感染対策チーム、褥瘡、

緩和ケア、糖尿病のメンバーとしてチーム医療にも積極的に参加し、勉強会を開催する。 

 

（３）諸室及び配置 

１） 部門の配置 

 諸室は外来部門に近接させる。 

 

２） 主要諸室 

調剤室、注射室、製剤室、休憩室、医薬品情報室、治験管理室、倉庫、無菌室、薬局員室

（薬局長室）、相談室、薬務室、当直室、試験室 
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８ 診療放射線部門 

 

（１）部門方針 

 画像診断の充実 

CT、MRI36、RI37、血管撮影装置等による画像診断を充実させるとともに、外来、救急

センター、手術部門、病棟との間において、迅速な対応を図る。 

 

 画像情報管理システム（ＰＡＣＳ） 

画像情報管理システム38（電子化された画像の保存・配信を行うシステム）を整備し、

フィルムレス化を図るとともに、放射線科医師の読影、レポート作成等により、効果的・

効率的な運用に努める。 

 

 設備構造、レイアウト 

高度医療機器の将来的な導入や更新等が容易にできる設備、構造、レイアウトに配慮す

るとともに、業務の効率化を図るため、放射線部門は集約して配置する。 

 

 在庫管理の適正化 

撮影や検査に必要となる物品について、在庫管理の適正化を図り、業務の効率化につな

げる。 

 

 患者への配慮 

患者が安心して撮影や検査を受けられるように、患者の快適さやプライバシーに配慮し

た施設設備とする。 

 

（２）機能及び規模 

１） 画像診断、核医学診断、放射線治療等 

下記の機能を整備する。 

 

①放射線診断 

 一般撮影装置（6 台） （パノラマ撮影装置 1 台含む） 

 Ｘ線ＴＶ装置（2 台） 

 マンモ撮影装置（1 台） 

 心臓・血管撮影装置（2 台） 

 ＭＲＩ（2 台） 

 ＣＴ（2 台） 
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 骨密度測定装置（1 台） 

 

②超音波診断 

 超音波検査装置（4 台） 

 

③内視鏡診断 

 Ｘ線ＴＶ（2 台） 

 

④核医学診断 

 ＳＰＥＣＴ39（ガンマカメラ）（1 台） 

 

⑤放射線治療 

 ライナック（1 台） 

 ＣＴシミュレーター40（1 台） 

 

⑥中央手術部門 

 外科用ポータブル撮影装置（1 台） 

 外科用イメージ（3 台） 

 

⑦病棟 

 ポータブル撮影装置（3 台） 

 

⑧救急センター 

 一般撮影装置（1 台） 

 ＣＴ（1 台） 

 ポータブル撮影装置（1 台） 

 

⑨健診センター 

 一般撮影装置（1 台） 

 Ｘ線ＴＶ装置（1 台） 

 マンモ装置（1 台） 

 超音波装置（1 台） 
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（３）運営 

１） 検査体制 

 放射線科医師のもとで、各診療科と協力してカンファレンスを実施し、画像診断の精度

向上を図る。 

 検査の予約は、効率的なシステムを構築する。 

 検査受付を 1 か所に集約し、患者にとって分かりやすく効率的な受付体制とする。 

 検査等は 24 時間体制とし、時間外の検査は当直技師が対応する。 

 周辺開業医からの CT、MRI 依頼に対応できるようにする。 

 

２） 治療 

がん治療などにおいて、効果的に治療効果が得られるよう、手術や化学療法の実施時期を

踏まえ、適切な時期に放射線治療を行い、集学的治療を実践する。 

 

３） 読影 

読影室を設置し、放射線科医師による読影を行う。 

 

４） 画像参照・結果報告 

 ＰＡＣＳ（医用画像情報システム）の導入により放射線部門の全ての画像情報はデジタ

ル保存とし、フィルムレス化を図るとともに、電子カルテ上で画像情報と医師の所見を

参照できるなど、迅速な情報伝達を実施できるシステムを構築する。 

 周辺開業医依頼の CT、MRI 結果のオンライン配信を目指す。 

 

５） その他 

ＲＩＳ（放射線部門情報システム）41の導入により、検査予約管理、照射録管理、医事会

計、読影レポート、画像管理等をシステム化する。  

 

（４）諸室及び配置 

１） 部門の配置 

 中央放射線部門を集約し、救急センター、検査部門に隣接して配置する。 

 放射線部門と内視鏡部門は隣接させ、効率的な動線を確保する。 

 受付を中心とした撮影室の配置とする。 

 救急部門に CT、MRI を隣接させる配置とする。 

 ＲＩ室は汚染等を考慮し、排水処理施設を隣接させる。 

 血管室はエレベーターに近接した配置とする。 
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２） 主要諸室 

①画像診断 

 一般撮影室 5 室 

 Ｘ線ＴＶ室 2 室 

 マンモ撮影室 1 室 

 心臓・血管撮影室 2 室 

 ＭＲＩ室 2 室 

 ＣＴ室 2 室 

 骨密度測定室 1 室 

 読影室 

 

②超音波検査 

 腹部超音波検査室 4 室 

 

③核医学診断 

 ＳＰＥＣＴ（ガンマカメラ） 1 室 

 処置室、準備室 

 

④放射線治療 

 ライナック室 1 室 

 ＣＴシミュレーター室 1 室 

 処置室 

 診察室 

 

⑤その他 

 受付、操作室、患者用更衣室、前室、機械室、器材庫、カンファレンス室、トイレ（患

者用、職員用）、当直室、その他スタッフ関連諸室、倉庫等 

 リカバリー室（カテ後）、準備室、処置室 
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９ 内視鏡部門 
 

（１）部門方針 

 機能の強化 

 今後需要の増加が予想される内視鏡を用いた検査・治療に対応するため、機能充実、

体制の整備を図る。 

 患者の肉体的負担や経済的負担を軽減するために、治療的内視鏡の活用を拡大する。 

 効率的な配置 

 内視鏡部門は、患者とスタッフの動線や効率的な機器の使用を考慮し、放射線部門に

隣接して設置することを基本とする。 

 救急センターにおける内視鏡処置が円滑に遂行できるよう動線に配慮する。 

 画像情報の一元管理 

 内視鏡の画像情報はデジタル保存で一元的に管理し、診療をはじめ研修・教育・臨床

研究等に活用する。 

 内視鏡機器の整備 

 カプセル内視鏡などの新しい内視鏡機器に対応できる環境整備について検討する。 

 

（２）機能及び規模 

１） 検査・治療機能 

 消化管内視鏡（食道・胃・十二指腸・大腸・小腸）装置、気管支内視鏡装置、胆管膵管

内視鏡装置、超音波内視鏡装置などを設置し、内視鏡検査・治療を実施する。 

 カプセル内視鏡などの内視鏡技術の導入に努める。 

 

２） 検査機器台数 

 内視鏡装置（5 台） 

 X 線 TV（2 台） 

 

（３）運営 

１） 検査・治療体制 

 各検査の受付を集約し、患者にとって分かりやすく効率的な受付体制とする。 

 日帰り手術を実施する。 

 

２） 読影 

 読影は各診療科医師が、診察室内の高精細端末により行う。 
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３） 画像の保管・参照 

 内視鏡ファイリングシステムを導入し、電子カルテ上で画像情報と医師の所見を参照で

きるなど、迅速な情報伝達を実施できるシステムを構築する。 

 

４） 機器管理 

 内視鏡洗浄室を整備し、内視鏡機器等の洗浄消每、保守点検、整備、物品等の維持管理

は内視鏡部門で行う。 

 

（４）諸室及び配置 

１） 部門の配置 

 放射線部門と内視鏡部門は隣接させ、効率的な動線を確保する。 

 救急における内視鏡検査等も考慮し、救急センターと近接させるなど、動線に配慮する。 

 

２） 主要諸室 

 内視鏡室 5 室 

 X 線 TV 室 2 室 

 リカバリー室 

 トイレ（検査室内、待合い） 

 説明室（診察室兹） 

 患者用更衣室 

 前処置室 

 洗浄室 
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１０ 人工透析部門 

 

（１）部門方針 

 患者中心の医療・看護サービスを実施する体制を整備する。 

 透析室の環境アメニティについて配慮を行う。 

 患者サービスを考慮した時間帯の透析を目指す。 

 

（２）機能及び規模 

１） 対象患者 

 入院患者および外来患者を対象に血液透析を行う。 

 腹膜透析（ＣＡＰＤ）の外来管理指導を実施する。 

 

２） 透析ベッド数 

 透析ベッドは 20 床（うち、感染患者用１床）とし、30 床規模まで拡大できるスペース

の確保に配慮する。 

 

（３）運営 

１） 実施体制 

 毎日、それぞれ２クールで実施することを基本とする。 

 各診療科と連携をとり、合併症の予防に努めるとともに、血液透析に対応する。 

 

（４）情報化 

 部門システムを導入し透析装置と接続し、入力や医事業務の自動化を図る。 

 

（５）諸室及び配置 

１） 部門の配置 

 腎臓内科外来と隣接させる。 

 人工透析室は、通院透析患者の利便を図るため、専用出入り口を設置するなど、一般の

外来患者と動線が交錯しないように配慮する。 

 

２） 主要諸室 

透析室、機械室、患者用更衣室、患者控え室、薬品・医療材料倉庫、看護師控え室、外来

患者待合室、腎臓内科診察室（2 室）、患者用トイレ、調剤室、CAPD 処置室 
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１１ リハビリテーション部門 

 

（１）部門方針 

急性期総合病院のリハビリテーション部門として、あらゆるニーズに応え、質の高い、患

者にふさわしいリハビリテーションを提供するために、以下を具体的目標として掲げる。 

 リハビリテーション科の新設 

リハビリテーション科を新設し、各診療科の主治医と連携してリハビリテーションを提

供する。 

 急性期リハビリテーション 

急性期からリハビリテーションを提供する。 

 回復期リハビリテーション 

社会復帰へ向けたリハビリテーションを提供する。 

 地域医療機関との連携 

地域の施設や医療機関との連携を強化する。 

 部門内方針 

職員の専門特化を行い、リハビリテーション部門収支の向上を目指すとともに、職員の

資質及び接遇の向上のためのスタッフ教育を行い、より患者の満足度を上げるように努め

る。 

 

（２）機能及び規模 

１） 対象疾患等 

全ての入院患者を対象とする。外来患者においては実情に応じて実施する。 

 

２） 機能及び施設基準 

次の施設基準の取得を前提に、必要な人員、設備等の整備を目指す。 

ａ 脳血管疾患等リハビリテーション料（Ⅰ） 

ｂ 運動器リハビリテーション料（Ⅰ） 

ｃ 呼吸器リハビリテーション料（Ⅰ） 

ｄ 回復期リハビリテーション病棟入院料 

 

（３）運営 

１） 診察 

 リハビリ室に併設した診察室（個室）を設ける。 
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２） 治療、訓練 

 職種の枞に囚われる事無く、互いに連携をとり医師を中心としたチーム医療を実践する。 

 急性期からリハビリテーションを開始し、早期離床・早期回復を目標とし実施する。 

 回復期・維持期のリハビリテーションは、社会復帰を目標として実施する。 

 

３） その他 

 評価・実施計画に基づくリハビリテーションを施行するとともに、地域の保健・医療・

福祉施設と連携を強化する。 

 

（４）諸室及び配置 

１） 部門の配置 

 諸室は診療科、病棟と効率的な機能連携のできる配置とする。 

 屋外への交通を配慮した配置とする。 

 災害時に配慮した諸室配置とする。 

 

２） 主要諸室 

診察室、理学療法室、作業療法室、言語療法室、小児リハビリ室、水治療法室、日常動作

訓練室、患者用トイレ、スタッフルーム等 
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１２ 臨床工学部門 
 

（１）部門方針 

 医療機器の安全管理 

医療機器に関する十分な経験・知識を有する医療機器安全管理責任者を配置し、医療機

器の保守点検計画を策定し実施する。 

 共同利用機器の中央管理 

院内で使用する医療機器は臨床工学（ＭＥ）部門で中央管理し、保守点検、保管、貸出

を行い、保守管理の合理化、有効活用、効率的な運用を図る。 

 生命維持管理装置を中心としたＭＥ機器42の操作及び保守点検 

高度化が進む生命維持管理装置等のＭＥ機器を正常に稼動させるため、医師の指示の下

に補助循環装置、血液浄化装置等の操作と保守点検を行う。 

 医療機器の教育と研修 

使用方法や動作チェック等の教育や研修を行い、新しい技術や機器の導入について院内

に周知する。 

 

（２）機能及び規模 

１） 医療機器の管理 

①業務内容 

ア）ＭＥ機器の保守管理 

ME 機器管理室を設け、ME 部門保管の機器および院内各部署で使用する ME 機器全

般を、保守管理の対象とする。また、ME システムでデータベース化を継続して行い、

貸出管理、所在管理などを行なう。 

イ）医療機器安全情報の収集 

医療機器に係る安全情報を収集し、必要に応じて職員に周知する。 

 

②対象機器 

人工呼吸器、輸液･シリンジポンプ、空気圧式マッサージ器、除細動器、IABP、血液浄

化装置、PCPS、手術室医療機器、保育器、AED など 

 

２） 医療機器に関する教育・研修 

職員を対象に、ＭＥ機器の操作、使用方法、動作チェック、点検・保守に関する教育と研

修を行うとともに、新しい技術やＭＥ機器について必要に応じて情報提供を行なう。 
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３） 臨床技術の提供 

 臨床工学技士が補助循環装置、血液浄化装置、人工呼吸器等の操作・保守点検、診療業

務の支援を行い、必要に応じて治療の介助を行なう。 

 臨床工学技士は手術室に常駐を 1 名とする。 

 

（３）運営 

１） 貸し出しの管理方法等 

①ＭＥ機器の管理 

 ME 機器を熟知した医療機器安全管理責任者を配置し、機器の保守計画の策定と実施、

保守点検記録の保存を行なう。 

 ＭＥ機器管理室で共同利用が可能なＭＥ機器は、ME システムで保管、保守点検、貸

し出し、所在管理等を継続して行なう。 

 

②保守点検 

共同利用機器について清掃、点検、簡単な修理等を行うとともに、使用部署でのトラブ

ルに対応し、必要に応じてメーカーに修理依頼を行う。 

 

２） 臨床支援 

人工透析、手術、病棟などの臨床の場における医療機器等の操作、点検等の業務を行い、 必

要に応じて治療に必要な物品の説明や治療の介助を行なう｡ 

 

（４）諸室及び配置 

１） 部門の配置 

 諸室は、緊急時等に迅速に対応するために、病棟に直結するエレベーターに近接して配

置する。 

 ICU と近接して配置する。 

 

２） 主要諸室 

臨床工学室、ME 機器貸出・返却室 
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１３ 栄養部門 
 

（１）部門方針 

 入院患者へのおいしい食事の提供を目指す。 

 院内調理を原則とした中央配膳方式による食事の提供を基本とし、適時適温の食事サー

ビスを万全な衛生管理のもとで提供する。 

 患者の病態に応じた適切な治療食の提供を行うと共に､栄養食事指導の積極的な実施に

より、患者の病状の早期回復や栄養状態の改善を目指す。 

 

（２）機能及び規模 

１） 食事提供 

①食事 

 配膳方式は中央配膳方式とし、配膳は専用エレベーターを使用する。 

 適時給食を実践するために、以下のとおりとする。 

 朝食： 7：30～8：00 

 昼食： 12：00～12：30 

 間食： 10：00 及び 15：00 

 夕食： 18：00～18：30 

 保温・保冷配膳車の利用により適温給食を実践する。 

 特別注文食を将来的に実施する。 

 選択メニューを実施する。 

 行事食等を実施する。 

 各病棟に患者のアメニティを考慮し病棟食堂（ディルーム）を設ける。 

 

②調理方式 

 原則として、施設内給食とする。 

 厨房設備は、調理環境、ランニングコスト、災害時の対応などを比較検討し、決定す

る。 

 

③配膳方式 

 中央配膳により、栄養部門の従事者が各病棟まで温冷配膳車で食事を配膳し、病棟ス

タッフと協力して配膳下膳を行う。 

 

２） 栄養食事指導 

 外来患者への栄養食事指導は、管理栄養士が行う。定期的に通院する外来患者へは、外
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来受診時に栄養食事指導を組み込む。 

 入院患者への栄養食事指導は管理栄養士が、医師、薬剤師、看護師等と共同して栄養計

画を作成し行う。 

 集団栄養食事指導を実施する。 

 地域連携の一環として、セミナーに参加する。 

 

３） ＮＳＴ 

 医師、看護師、管理栄養士、薬剤師、臨床検査技師などで構成するＮＳＴ（栄養管理サ

ポートチーム）を編成し、低栄養患者へのラウンド及びカンファランス、個別対応栄養

計画作成、再評価等を行う。 

 地域連携として、入院患者以外の、地域の低栄養患者へのＮＳＴ活動をめざす。 

 

（３）諸室及び配置 

１） 部門の配置 

 調理室は、大量調理施設衛生管理マニュアルを遵守した施設とするとともに、食材等の

搬入や、各病棟への配膳・下膳の動線を考慮した配置とする。 

 

２） 主要諸室 

厨房、食品庫、冷蔵室、検収室、洗浄室、栄養指導室（外来に設置）、食事指導室（入院患

者用）、スタッフ関連諸室等 
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１４ 医療情報部門 

 

（１）部門方針 

 電子カルテ等からの情報や記録を各部署で活用できるように提供するとともに、個人情

報保護の取り扱いに配慮する。 

 新システムの導入にあたっては、費用対効果を十分に考慮した上で導入を検討する。 

 診療情報を一元化し、データベースとして活用することで、医療の質の向上を図る。 

 

（２）医療情報 

１） 業務範囲 

 電子カルテにより、患者ごとの診療情報、検査データ、画像情報の保管・管理のシステ

ム化を図る。 

 外部からの必要な情報取得のため、医療情報システムとは別にインターネット環境を整

備する。 

 個人情報保護および患者プライバシー保護の観点から、診療情報データベースに対する

適切なアクセス権を設定し、安全性の管理を徹底する。 

 

２） 管理対象システムの範囲 

 管理対象システムは以下の範囲とする。 

電子カルテ、ＰＡＣＳ、医事、看護勤務管理、物流、ＭＥ機器管理、地域医療、服薬

管理、ＤＷＨ43 

 各部門システムの導入・管理について情報部門が関わりをもち、一元化管理することも

含めて検討する。 

 

３） 各種データの管理 

 適切な診療や経営改善を行うため、各種データの収集、ＤＰＣに係る様々な機能等のシ

ステム化を図る。 

 

（３）病歴管理 

１） 業務範囲 

業務範囲は下記のとおりとする。 

 医学情報の管理を行い、診療や研究に提供する。 

 医療の質を確認するため、サマリーのチェックを行う。 

 患者からの診療情報開示の要請に対して、適切に診療情報の提供を行なう。 

 院内のがん医療に関する情報を集計する。 
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 職員の利便性に優れた図書の管理を行う。 

 

（４）諸室及び配置 

１） 部門の配置 

 諸室は、医局および管理部門等との連携に配慮して配置する。 

 サーバー室は、防災やセキュリティーに配慮して配置する。 

 医療情報部門は医事課との業務連携をはかるため、隣接して配置する。 

 

２） 主要諸室 

 医療情報室 

 病歴管理室 

 図書室 

 スキャナー室 

 サーバー室 
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１５ 地域サービス部門 
 

（１）部門方針 

（仮称）地域医療連携センターを創設し、地域医療係、訪問看護係、医療相談係、入退院

管理係（新設）を置く。 

 地域医療機関との連携・機能分担により医療資源の効率化を図る。 

 地域の医療従事者との交流により地域の医療水準の向上を図る。 

 保健・福祉との連携の接点としての役割を果たす。 

 患者の社会復帰に対し、総合的な情報を提供する。 

 患者が尊厳ある人生を送ることができるよう、医療と介護等連携を密に図り看護サービ

スを提供する。 

 安心して入院できる信頼された病院を念頭に、関係部門と連絡を密にし、円滑な病床運

用、空き病床を最小限にすることで、病床を積極的に効率よく活用することを目的に運

用を図る。（病床利用率 95％目標、土・日曜日の空床を防ぐ） 

 

（２）地域連携 

１） 業務内容 

 紹介患者の診療予約（初診）、及び検査等の予約を行う。 

 初診患者の診察券事前発行、専用窓口での来院時の受付を行う。 

 逆紹介患者へ案内、各種手続きを行う。 

 地域医師会、地域医療従事者との交流窓口業務を行う。 

 市と連携してフォーラム等の開催をする。 

 

２） 運営 

 院内の担当医師に紹介患者の診療情報を提供するとともに、診療予約や一部検査予約等

を行い、紹介患者の利便性を図る。 

 入院患者を逆紹介するために、検査結果や治療状況、転帰等の診療情報の提供を迅速に

行えるように院内の担当医師との連絡調整を図る。 

 病院機能や診療体制、手術件数、症例数など、有益な情報を積極的に提供する。 

 患者紹介・逆紹介に係る地域医療機関等の情報を収集、分析、データベース化し、医療

従事者に紹介先医療機関の診療機能等の情報を提供する。 

 登録医44や紹介元のかかりつけ医と本院医師による症例検討会などを企画し、開催する。 

 周辺医療機関との連携強化のため、地域連携部門の体制強化を図る。 
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３） 情報化 

 オーダリング・電子カルテとの情報連携を前提に、連絡文書作成状況チェック、診療報

酬算定に向けたチェック、統計業務の機能強化を図る。 

 

（３）医療相談 

１） 業務内容 

 患者及び家族の個別相談に対応する。 

 経済的問題の解決・調整援助を行う。 

 療養中の患者の心理的・社会的問題の解決、調整援助を行う。 

 受診、受療援助を行う。 

 退院（社会復帰）援助を行う。 

 

２） 運営 

 外来患者、入院患者、患者家族に対して、心理的・社会的悩みや医療費支払等の経済的

な相談、各種医療、福祉制度に係る相談などを行う。 

 入院患者の在宅医療への移行を支援するために、地域医療機関や訪問看護ステーション

等と連携し、在宅看護の体制づくりを支援するとともに、在宅移行後の在宅看護・介護

に関する相談、疾病予防・健康管理・看護方法の説明や実技の指導等を行う。 

 

（４）訪問看護 

１） 業務内容 

 病状、障害及び全身状態の観察を行う。 

 清拭、洗髪等による清潔の保持、食事及び排泄等日常生活の世話を行う。 

 褥瘡の予防及び処置を行う。 

 ターミナルケア及び患者の看護を行う。 

 療養生活の介護方法の指導を行う。 

 カテーテル等の交換及び管理を行う。 

 在宅療養を継続するために必要な医師の指示による医療処置を行う。 

 地域の開業医と連携して、在宅医療の推進を図る。 

 

２） 運営 

 医師の訪問看護指導指示に基づき、当院に通院されている患者本人及び、家族の希望が

ある方を対象に、生活上での悩みや不安を軽減し、家庭生活の継続や、生き甲斐を感じ

られる生活が出来るようお手伝いをする。 
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（５）入退院管理 

１） 業務内容 

 入退院管理室の設置による病床管理と入退院事務の一元化を図る。 

 入退院機能を強化し、病床利用率を向上させる。 

 医療情勢の変化に伴う病床のあり方の調査・検討をする。 

 

２） 運営 

①入院 

 入院に関する手続き、入院生活についての説明をする。 

 病棟とのベッドの調整をする。 

 入院時の受け入れ案内をする。 

②退院 

 退院スケジュールの確認及び整理をする。 

 退院請求書の確認をする。 

③病床管理 

 転棟、病室情報の確認及び整理をする。 

 病床稼働状況に関する統計情報の作成及び定期報告をする。 

 

（６）諸室及び配置 

 地域医療連携センターは、紹介患者の受け入れや患者・家族、地域のかかりつけ医等の

利便性を考慮し、外来の医事部門に隣接して配置する。 

 事務所スペース、相談室 3 室（うち 1 室が多人数用）、訪問看護用具倉庫、更衣室（訪

問看護用）、給湯室、受付カウンター、入退院係用（受付窓口、事務室）、駐車スペース

（センターに近い屋外に訪問看護用と往診用を設ける） 

 入退院係は、入院患者の受付、案内の効率化を図るため外来部門と隣接させる。 
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１６ 医事部門 
 

（１）部門方針 

 患者が安心して診療を受けることができるように受付、会計等の業務において、患者サ

ービスの向上を図る。 

 病院収入の確保のために、診療報酬の請求漏れの対策や減点の防止を行うとともに、正

確かつ迅速な診療報酬請求業務を行う。 

 患者の待ち時間短縮のために、医事会計システムを電子カルテやオーダリングと連携さ

せ、迅速かつ正確に業務を進める。 

 診療報酬改定に対応するための情報提供を行う。 

 

（２）機能及び規模 

 受付業務 

 会計業務 

 その他の業務 

 診療報酬請求業務 

 医事統計および報告に関する業務 

 ＤＰＣに関する業務 

 証明書受付業務 

 未収金の回収業務 等 

 

（３）運営 

１） 総合案内 

 看護師又は事務職員が案内業務（院内案内、受診科相談等）を行う。 

 

２） 新患受付 

 初来院患者の受付業務を行う。 

 

３） 再来受付 

 再来受付は自動再来受付機により行う。 

 

４） 書類受付窓口業務 

 診断書等の各種書類の受付を行う。 
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５） ブロック受付 

 患者応対、保険証確認、予約オーダ入力、会計入力等の業務を実施する。 

 

６） 外来会計窓口業務 

 外来会計情報の取り込みを行い、診療請求の計算、確認を行う。 

 

７） 支払窓口業務 

 料金支払い窓口又は自動支払機により、料金を収納し、領収書、予約券の発行を行う。 

 

８） 入院会計窓口業務 

 入院会計情報の取り込みを行い、診療請求の計算、確認を行う。 

 

（４）諸室及び配置 

１） 部門の配置 

 正面玄関に近い場所に設け、受付カウンターはオープン方式とし、患者来院時間の集中

度に応じて受付スタッフ数を増減できる計画とする。 

 受付カウンターは車いす患者を考慮する。 

 

２） 主要諸室 

 医事事務室、受付窓口等 
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１７ 管理運営部門 
 

（１）部門方針 

 災害拠点病院としての責務を果たすべく、災害時に対応できるための施設、設備を充実

させる。 

 環境にも人にも優しい設備構造とすることを重視するとともに、無駄を省き機能重視の

設計とする。 

 病院の管理運営を効率的・効果的に行うために、動線に配慮し関連する諸室を集約する。 

 病院の生活関連施設・設備を充実させ、医療の質、患者サービス及び療養環境の向上を

図る。  

 職員のモチベーションの向上をはかり、能力や専門的知識の向上に配慮する。 

 効率的な病院運営を実現するために、業務の外部委託の採用については、管理面・費用

面について十分に検討した上で決定する。 

 

（２）管理部門 

１） 経営企画部門 

①業務方針 

 電子カルテシステム等で集約されるデータを最大限活用し、患者ニーズの把握や経営

計画の企画立案に活かす。 

 ＩＴ化により必要な臨床指標及び経営指標等の統計データを作成し、経営改善データ

等の情報管理を行う。 

 医療サービスの視点と医療経営の視点の双方のバランスを考慮した管理・運営を行う。 

 

②業務内容 

 公立病院として果たすべき政策の企画・立案・実施を行う。 

 健全な経営を目指し、経営形態の調査・分析を行う。 

 患者や医療機関の情報源となるウェブサイトの管理等を行う。 

 ＢＳＣ（バランストスコアカード）活動の推進により、病院の健全経営を図る。 

 

③組織体制 

 健全な経営を実現するため、経営企画室を設置し、病院の収益性の向上に努める。 

 副院長直属のスタッフを配置する。 

 

④施設整備 

 経営企画室を設置する。 
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 情報システム部門と隣接させる。 

 

２） 医療安全部門 

①業務方針 

 当院の医療安全管理体制を確立し、適切かつ安全で質の高い医療サービスの提供を図

る。 

 

②業務内容 

 医療事故の予防・再発防止対策及び発生時の適切な対応を行う。また、医療安全管理

対策委員会を開催する。 

 医療安全管理のための講習及び研修の実施、インシデントレポートの集計を行う。 

 

③組織体制 

 院長直属の組織とする。 

 

④施設整備 

 医療安全管理室・医療安全管理室分室を整備する。 

 

３） 施設管理部門 

①業務方針 

 患者に良質な医療環境を整備する。 

 職員にとって働きやすい職場環境を提供する。 

 

②業務内容 

 病院財産の保守管理及び営繕の管理を行う。 

 病院の工事請負及び業務委託の管理を行う。 

 病院内外の保安、警備及び防災の管理を行う。 

 

ア）業務委託に関する管理項目 

a）洗濯・リネン 

 患者寝具、職員ユニフォーム等は、院外への委託とする。 

 タオル、術衣等は院内処理（院内委託）で行う。 

b）マットレス・ベッド 

 マットレス洗浄、マットレス消每、ベッド洗浄は委託とする。 
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c）清掃・廃棄物 

 清掃は委託とする。 

 廃棄物の仕分けや一時保管を効率的かつ安全に行うとともに、リサイクル、リユー

スの推進を図る。 

d）設備管理 

 設備管理は委託とする。 

 

（３）福利厚生施設 

 医師や看護師等の確保のため、院内保育所や医師住居を継続するとともに、下記の施設・

設備を整備する。 

 会議室、医局（ロッカーと机、医師用更衣室）、院長室（個室）、副院長室（個室）、看護

部長室（個室）、事務部長室（個室）、部科長室、医師以外の全職員を対象とした男女別

更衣室（シャワールーム付）、委託業者用の更衣室、当直室、仮眠室、休憩スペース（談

話室含む）、図書室、職員用レストラン等 

 

（４）利便施設・設備 

 外来患者、入院患者、患者家族などの来院者のために、下記の利便施設・設備を整備す

る。 

駐車場、駐輪場、売店（コンビニ形式）、喫茶（コーヒーショップ）、レストラン、Ａ

ＴＭコーナー、コインランドリー、公衆電話、ポスト、理美容、自販機コーナー、外来

患者用コインロッカー、患者用情報公開スペース（図書）、待合いロビー・イベントスペ

ース（災害時用スペースに代替）等 

 本屋の設置を検討する。 

 

（５）その他 

 災害拠点病院として、十分な広さの災害時用の備蓄倉庫及び災害対策本部機能をもった

会議室を設ける。備蓄倉庫は原則 1 か所に集約し、薬品に対応した保冷庫も装備する。

また、備蓄品を定期的に更新する運用を確立させる。 

 ドクターヘリ対応のヘリポートを屋上または地上に設置する。 

 患者のサポート並びに院内のさまざまな活動に協力してもらう、ボランティアを活用す

る。 

 霊安室は、遺体搬送時には一般来院者の目に触れない動線（通路、エレベーター等）を

確保した配置とする。 

 SPD45用（医療材料、日用品、リネン、消耗品）およびリネン用の倉庫を設ける。 

 物資の搬入と廃棄物の搬出の動線が重ならないように専用エレベーター等を確保する。 
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V  医師・看護師確保対策 

 

１ 医師・看護師確保対策の必要性 

新医師臨床研修制度46の必修化を契機とし、自治体病院をはじめとする全国の病院におけ

る医師不足が顕著となり、地域あるいは診療科における医師の不足・偏在の解消が喫緊の課

題となっている。診療科における医師の偏在については、産科・小児科以外の診療科におい

ても進行しており、救急医療体制に支障が出るなど深刻な社会問題となっている。 

また、医師・看護師等医療従事者の絶対数の不足は過重労働を招いている結果となり医療

を取り巻く環境の悪化に拍車をかけ、とりわけ、地域医療の要となる自治体病院においては

経営の立て直しに苦慮し、存続の危機に直面している病院も尐なくない。 

医師、看護師等の不足は、地域医療の確保はもとより病院事業の経営面に極めて大きな影

響を及ぼしており、医師等の確保ができなければ、整備計画そのものが不可能となる。 

 

２ 医師・看護師確保のための取り組み 

現病院における医師・看護師確保についての取り組み状況調査によると、すでに多くの対

策が実施されておりその成果も現れている。病院事業を継続させるためにはこの状態を維持

することが必要であり、さらに可能と考えられる方策として以下があげられる。 

 

（１）地域住民が医師を守る、地域の医師を育てる、という環境の整備 

自治体病院はその機能を果たすことによって、「地域づくり」に貢献するために存在して

いることを病院職員は深く認識する必要がある。また、地域で暮らす住民にしても、自治

体病院と、またそこで働く勤務医を地域で一体となって支え育てていく責任がある。 

これに対する具体的な取り組みのステップとして、住民、行政、医療、さらには福祉や

保健など様々な立場の人たちが同じ土俵の上で互いに知恵と力を出し合う関係が必要であ

り、対話をする場として「島田市地域医療を支援する会」等との連携強化が望まれる。 

 

（２）医師・看護師確保対策室等の設置 

病院だけの努力ではなく、病院と市長部局による「医師・看護師確保対策室」を設置し、

医師会等と一致協力し医師、看護師等の確保にあたる。 

 

（３）職員に選ばれる病院づくり 

・ 「働きやすい病院評価事業」認証取得 

「女性医師を含むすべての医療従事者が安心して働くことができる病院」という観点か

ら、ejnet47が第三者評価を行う「働きやすい病院評価事業」認証取得により、「すべての医

療従事者が働きやすい病院」のインフラ整備を実現する。最終的には、医師をふくめた病
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院職員全体の就労環境の改善を図る。 

・ 院内表彰制度・報奨金制度の導入 

良質な医療の提供に係るモチベーションの向上や活性化を図り、活気ある職場づくりと

継続的な業務改善に対する意欲を向上させることを目的とした院内表彰制度がある。成長

したスタッフや育成に貢献したスタッフをスタッフ同士で投票し、院内の協力体制の強化

や積極的な仕事を評価し、ベストを尽くそうとする職員等を公平に表彰する。 

また、看護師等についても公募や潜在看護師復帰の働きかけ、さらには市民の協力によ

る情報の提供を受け、要員の確保に努める。人材紹介を報奨金制度の選考項目の中に含め

るケースも考えられる。 

・ 獲得利益の職員教育への反映 

教育・研修費に医療活動の成果である獲得利益額を反映させることにより、教育・研修

費の支出に乗じて利益が出る仕組みを構築する。これにより、認定看護師等のスキルアッ

プ研修、階層別教育等を充実させ職員を積極的に研修に参加させることができる。 

・勤続表彰制度の導入 

長年勤続している従業員（およびその家族、とくに配偶者）の労をねぎらい、感謝の意

味を込めて表彰する制度である。こうした表彰制度は受賞従業員(家族)に誇りを持たせ、他

の多くの従業員に対しても節目の受賞を楽しみにすることで病院への信頼感や好意を形成

することに役立つ。 

 

（４）医師・看護師招へい担当者の配置 

医師・看護師招へい担当者を配置し、医局・看護部とのパイプ役となり、病院に相応し

い医師・看護師の招へいを行う専任のスタッフを配置する。具体的な業務は、医師・看護

師のスカウティング、医師の面談設定から面談実施対応、募集広告や媒体選定等を実施す

る。 

 

（５）派遣要請および公募の継続と助成事業への参画 

引き続き医科大学等への医師の派遣要請、他医療機関との医療連携による医師の派遣を

受け、さらには、県の推進している助成事業へ積極的に参加し医師・看護師確保を行って

いく。 

 

（６）ナース・プラクティショナーの採用 

今後、制度化される可能性のあるナース・プラクティショナー48（Nurse Practitioner）

を採用する。これにより、比較的安定した状態にある患者を主たる対象として、自律的に

問診や検査の依頼、処方等を行うことが認められた看護師が行うことにより、医師と協働

して活躍する場を設ける。 
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VI  医療情報システム計画 

 

１ 基本方針 

準ペーパレス・フィルムレスシステムの実現した現行システムを有効に活用することを前提

に、システムの品質確保、導入の人的作業負荷の低減、コストの圧縮の観点で整備する。 

 

（１）現状機能の強化 

新システムにおいては極力、最適・最新の技術を踏まえたものとし、現状システムにおけ

る医療の質、患者サービス、業務の合理化と外部からのセキュリティー強化を図る。 

また、現在の電子カルテのすべての情報の移行を前提とする。 

 

（２）部門間の連携強化 

現行の部門連携を再編成して部門システム開発コストの削減や部門間連携機能強化を目指

す。 

 

（３）病院の経営改善に貢献するシステム 

病院内で発生する各種データ（電子カルテ～医療事務・ＤＰＣデータ等）をデータウェア

ハウスとして蓄積し、その情報を一元管理し有効活用することにより経営管理体制の充実に

繋がるシステムを構築する。 

 

（４）地域の医療機関との連携を考慮したシステム 

地域医療の基幹病院として、将来的に地域の医療機関を含めた地域全体での患者情報の共

有化を実現し地域医療活動を支援するシステムの構築を目指す。 

 

（５）導入作業の負荷・コストの圧縮 

システムを更新するにおいては、導入作業負荷の低減や導入コストの削減に努め、導入後

でも機能強化の継続できるノンカスタマイズ・パッケージの導入を積極的に検討する。 
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２ 新システム概念・体系 

新病院開院後の医療情報システムの体系を以下に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊手術部門システムについては将来的な導入を検討する。 

 

３ 導入スケジュール 

医療情報システムの導入については、連携が想定される各部門のモダリティとの接続要件を

調達仕様書に反映させることが不可欠であり、医療機器導入計画との整合を十分に考慮しなが

ら進める必要がある。 

下記に、開院までの概略スケジュールを示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

更新・機能強化検討部門ｼｽﾃﾑ更新・機能強化検討部門ｼｽﾃﾑ

２．医事会計システム２．医事会計システム

新病院情報システム構成図新病院情報システム構成図

１３．給食システム１３．給食システム

１４．眼科システム１４．眼科システム

１５．耳鼻科ファイリングシステム１５．耳鼻科ファイリングシステム

１８．看護勤務・職員管理システム１８．看護勤務・職員管理システム

21.健診システム21.健診システム

１０．病理システム１０．病理システム

22.薬剤在庫管理システム22.薬剤在庫管理システム

17.ＭＥ機器管理システム17.ＭＥ機器管理システム

９．臨床検査システム９．臨床検査システム

１１．細菌検査システム１１．細菌検査システム

１２．輸血システム１２．輸血システム

８．生理検査システム
（イメージ取り込み強化）

８．生理検査システム
（イメージ取り込み強化）

５．放射線情報システム（ＲＩＳ）
（内視鏡含む）

５．放射線情報システム（ＲＩＳ）
（内視鏡含む）

６．調剤システム
７．服薬指導管理システム

６．調剤システム
７．服薬指導管理システム

３．診療情報データウェアハウス３．診療情報データウェアハウス

１６．病歴管理システム１６．病歴管理システム
19.物流管理システム19.物流管理システム 20.地域医療システム20.地域医療システム

４．放射線画像管理システム(PACS)
（内視鏡含む）

４．放射線画像管理システム(PACS)
（内視鏡含む）

連携連携

連携連携

連携連携

共通・診察記事・看護機能
・記事入力 ・フローシート ・文書作成支援 ・経過表 ・カーデックス
・看護記録 ・看護ケア ・看護計画 ・看護管理 ・コミュニケート

共通・診察記事・看護機能
・記事入力 ・フローシート ・文書作成支援 ・経過表 ・カーデックス
・看護記録 ・看護ケア ・看護計画 ・看護管理 ・コミュニケート

オーダ機能
・病名 ・処方 ・注射 ・検体検査 ・処置 ・画像 ・生理 ・内視鏡
・リハビリ ・細菌検査 ・透析 ・食事/栄養指導 ・入院基本
・患者基本 ・指導 ・服薬指導 ・予約 ・化学療法 ・健診 ・輸血
・病理 ・細菌

オーダ機能
・病名 ・処方 ・注射 ・検体検査 ・処置 ・画像 ・生理 ・内視鏡
・リハビリ ・細菌検査 ・透析 ・食事/栄養指導 ・入院基本
・患者基本 ・指導 ・服薬指導 ・予約 ・化学療法 ・健診 ・輸血
・病理 ・細菌

１．電子カルテシステム１．電子カルテシステム

① 診察待ち表示盤① 診察待ち表示盤

② 会計待ち表示盤
（導入不要）

② 会計待ち表示盤
（導入不要）

③ 重症患者監視システム
（導入不要）

③ 重症患者監視システム
（導入不要）

新規検討部門システム新規検討部門システム

連携連携
① 透析システム（会計反映）① 透析システム（会計反映）

② リハビリシステム② リハビリシステム

電子カルテ内部門システム電子カルテ内部門システム

マスタースケジュール

医療機器導入

医療情報システム導入

平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度

基本計画 基本設計 実施設計 敷地造成、道路
・水路の付け替え

工事着手・工事 竣工・外構工事 開院
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４ システム導入の考え方 

（１）システムの品質確保 

品質の確保と安定稼働を実現させるには、現行システムと新システムにおける業務の違い

を明確に把握しておくことが重要である。 

今後は開院に向けて、情報システムの側面で検討することが必要である。 

１）新病院と現病院の違い明確化（組織、体制、業務） 

     ① 病院組織、診療科、中央診療部門等 

     ② 委託業務範囲の検討 

   ２）現在の業務と新病院業務の検討（新規・変更予定業務） 

   ３）新システムのシステム化範囲、見直し、再決定 

 

（２）導入の人的作業負荷の低減 

医療情報システムの導入については、経験済みであるが電子カルテシステムの稼働には、

膨大な病院職員の作業が予想される。それらの圧縮には、新システム構築準備が重要である。 

   １）システムが関与する業務分担の明確化 

   ２）部門システムとの業務分担 

   ３）各種診療マスタの整備 

   ４）システムテスト計画 

 

（３）コストの圧縮 

新病院で新規に稼働させるシステム範囲を絞り込むために新病院開院までに更新をする部

門システムは、下記の点に留意する必要がある。 

１）電子カルテシステムと部門システムで必要な機能を明確にして調達 

２）現病院で稼働させながら新電子カルテシステムと連携できるテスト系を用意して調達 

３）部門システムで Web 機能の付加有無を明確にさせ調達 

   （画像 DB サーバー、検査歴 DB サーバーなどの分散化） 

 

５ システム概算事業費 

新システム概念・体系に基づく概算事業費は、1,400,000 千円（消費税抜き）とし、部門シス

テムを含めてメーカー一括購入にするか分散購入にするかは今後の検討とする。 

また、メーカーの選定については仕様面・維持管理面・価格面をそれぞれの評価基準に基づ

き採点する「総合評価方式」を採用することにより従来の価格のみによる自動落札方式とは異

なり、「価格」と「価格以外の要素」を総合的に評価する方式などを検討する。 
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VII  医療機器整備計画 

 

１ 基本方針 

（１）医療需要に対応した機器整備 

医療環境の変化を考慮し、現在の医療水準を維持する上で必要な機器について、整備(更新)

する。また、新たな医療需要に適切に対応するため、必要性等を勘案し、未整備機器の導入

についての検討を行う。 

 

（２）仕様の標準化 

機器整備・機種選定に当たっては、「(仮称)機器選定委員会」を設置し、部門間での共同利

用が可能な機器については仕様・操作性等を考慮し十分な調整を行う。機器の選定について

は保守契約の内容も考慮する。 

 

（３）現行機器の有効利用 

現有する医療機器の更新時期等を考慮し、使用可能な機器については極力新病院に移設す

る等、経済的な医療機器の整備に努める。 

 

（４）投資額の平準化 

大型医療機器の購入については、上記の「（仮称）機器選定委員会」が主体となって費用

対効果等、総合的に判断する。また、経営状況等を勘案し、新病院開院前後においても、現

行の機器整備計画を弾力的に運用しながら、機器購入時期の平準化に努める。必要に応じリ

ースについても検討を行う。 

 

２ 医療機器整備計画の考え方 

医療機器の整備は、新病院開院に向けて必要な装置や機器の選択と台数整備が前提となる。

しかしながら、全ての医療機器を新規に調達することになれば費用の面で莫大な金額になるこ

とが予想され、現病院の医療機器備品台帳を基に現有医療機器の経年务化の状況を考慮した上

で移設を含めて医療機器の調達計画を構築する。 

これをもとに、現状で稼動している装置の更新のタイミングを調整し、機器リストを整備す

ることにより最終的に医療機器の整備に必要な概算事業費を算出する。 

 

（１）機器リスト整備のポイント 

確認アンケート（2 回実施）に基づき下記の手順でリストの整備を行った。 

 「物品がない」、「不要」、「削除」、「廃棄」というコメントの機器はリストから削除した。 

 「故障中」、「修理不能」というコメントがあり、更新希望の表現がない機器はリストか
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ら削除した。 

 新病院情報システムの構成に含まれる機器・システムは共通機器区分欄に”部門システ

ム”と注釈した。医療情報システム整備費での計上とするため金額から外した。 

 新規導入機器、あるいは機能アップを要望された更新機器の価格は想定で記入した。 

 厨房設備機器は建設事業費に含むものとし、本リストからは除いた。 

 

（２）更新時期（案）の区分けについて 

建替え（平成 28 年）時に購入する機器は、下記を考慮する。 

 平成 26 年～29 年に計算上の更新時期となるもの。 

 建築設備との取り合いがあり、建築時に導入することが望ましいもの。 

 機器移設時に、診療・治療・検査に影響がないよう調整したもの。 

 

３ 検討結果 

平成 22 年から平成 25 年までに計算上の更新時期となるものを、平成 22 年から平成 27 年の

間で更新していく。（年度平均 3.82 億円） 

（平成 6 年以来、年度平均 3.50 億円の機器購入実績がある） 

建替時の購入額は 25.79 億円とし、これを医療機器整備費として計上する。 

平成 29 年以降は平均 1.66 億円の整備費が必要となる。 

また、作成した医療機器リストをもとに開院時のメーカー対応の移設費を算定すると 1.34 億

円が想定され、10 万円未満の什器・備品費として 1.36 億円（453 床×30 万円/床）を計上する。 

＊上記の金額は消費税抜きの金額 

 

４ 開院までの対応 

開院までの期間が約 6 年間となっており、その間に現状の機器の稼働状況とリストの内容の

整合を図り、現時点の医療機器がそのまま移行できるかを確認した上で購入機器リストの精度

を向上させる必要がある。 

また、想定する機器は現時点での主要な機器構成を参考としており、実際の導入時の医療情

勢や、勤務する医師の診療内容によってリストの内容が変わる場合が考えられ、そのようなケ

ースでは、必要に応じて予算措置の強弱をつける必要があり、今後の計画の中で随時検討を行

う必要がある。 

今後の医療機器整備のポイントとして 

 導入計画においては、ME 保管・管理室を有効に活用し、中央管理を行うことにより、医

療機器の利用効率を高めることを前提条件とする。 

 高度な医療機器がすぐに陳腐化することの無いように、将来性と費用対効果を見据えた

計画とする。 
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 機種や仕様が決定した段階で必要に応じて建築計画との整合を図る。 

 機器の導入に当たっては、機器の開発時期を調査し機器の価格面でのライフサイクルを

考慮する。 

 イニシャルコストのみならず、ランニングコストや移設費を考慮した計画とする。 

 一般競争入札調達や価格交渉による削減に努める。 

ことが考えられる。 
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VIII  物流管理システム計画 

 

１ 基本方針 

（１）現状の運用及び体制の踏襲とサプライ部門の集約 

新病院においては、現在のメールボックス室や滅菌器材払出し用のパスボックス等を活

用した払い出しシステムを継続させる。これにあたり、新病院での運用を考慮しサプライ

部門を可能な限りエレベーターの付近に集約し、供給・回収業務を効率的行うことができ

るように必要な諸室・設備を効果的に整備する。また、将来的に供給・回収のための搬送

業務の委託化を検討する。 

 

（２）物品管理用ハードウェア（コンポーネント）の共通化 

現在各部署で使用されている物品棚は造り付けが多く移設できないため、各部署で使用

される物品棚（物品管理用コンポーネント）を新規調達し、新病院の建設にあわせて共通

化することで将来のシステム化に対応する。 

 

（３）物品の標準化 

診療材料を中心に同種同効品の採用による物品の標準化を引き続き推進し、品目数を抑

制することにより、在庫点数を圧縮し、不要在庫（不動在庫・期限切れ）を更に縮減する。 

 

（４）効率的な動線計画 

現状では各部署の職員が物品を倉庫まで取りに来るにあたり、各種物品の倉庫が分散し

ているため、供給するための動線が複雑で長くなっており、新病院では、このような物品

搬送動線の短縮と単純化を図り物品の搬送時間を圧縮することにより、物品管理関連業務

の運営の効率化を図る。 

 

（５）個人消費管理と物品請求のシステム化 

現在は、特定保険医療材料について、請求用ラベルを利用して保険請求するシステム化

がされている。今後は、医薬品についても実施入力の徹底と簡素化により、個人消費管理

を確実に管理できるような体制をより一層推進し、部門別原価計算や患者別の原価計算の

可能性を考慮する。また、消費管理情報が物品発注情報にも反映できるようなシステム化

を検討する。 

 



122 

２ 物流管理システム構築の考え方 

（１）効率的な運用システム 

現状運用おいては、以下の目的を達成させるための対策が講じられており、現行のシス

テムを継続させることを前提とする。さらに、今後は部門のコスト意識を醸成し診療材料

の部署在庫定数の設定を厳格に行い、部署在庫の削減を図る。 

 在庫量、在庫金額の削減  

 期限切れ、不良在庫、不要な在庫の削減  

 在庫管理、搬送、物品請求、発注など物品に関わる業務の削減  

 保険請求漏れの削減  

 院内在庫状況、購入状況、使用状況の把握 

 物品管理環境の整理整頓（院内美化）  

 

（２）搬送設備 

現状導入されている搬送設備はエレベーターの他は救急センターと検査・薬剤を繋ぐ、

気送管（大口径）がある。この設備は救急センター建設時に導入され一般外来診療の行わ

れていない土曜日・日曜日では 150 件以上／日の利用があり、使用頻度が低い平日であっ

てもピーク時では約 10 件／時間の利用がある。これにより、機能的に搬送余力が十分にあ

ると考えられ現状救急センターと検査・薬剤とを繋いでいる気送管に関しては、移設を前

提に継続して利用する。 

 

（３）システム事業費 

新規調達を想定する物品管理用ハードウェア（コンポーネント）は、新病院における各

部署と対象となる物品の種類を想定して、概算事業費は 61,000 千円（消費税抜き）を想定

する。 
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３ 動線計画 

効率的な動線計画の実現については下記のポイントを考慮し動線計画に反映させる。 

 専用動線の確保（エレベータの分離含む） 

 動線の長さ（部門の隣接・近接含む） 

 動線の交錯（搬送時間帯で分離も可能） 

「専用動線の確保」とは、物品に関しては清潔・不潔物品の動線を分離する工夫や給食専用

エレベーターの設置の他、患者と職員の動線を出来る限り分離させる配慮が必要である。 

「動線の長さ」とは、搬送効率を向上させるために、動線距離を短くする工夫が重要である

が、これは単に廊下を短くするということではなく、搬送頻度の多い部門を隣接・近接（上下

階含む）させるなど必要に応じて搬送設備を導入するなどして、短い動線で運用できるような

配慮が必要である。 

「動線の交錯」とは、人とモノの動線分離にはじまり、物品でも供給動線と回収動線を分離

できる工夫が重要である。これには物理的な分離の他、建築面積に限りがあることから、搬送

時間帯をずらすことによる分離も考えられる。 

また、搬送口と倉庫は近い配置とする。 

 

４ 今後の検討内容 

（１）検討スケジュール 

新病院に向けた今後の物流管理システムの構築手順は、以下のとおりとなる。（太線枞

は今年度の検討内容） 

１．基本計画 ①システムの基本方針 

②システム構想（概念）の確定 

③搬送設備の検討 

④システム事業費の検討 

２．設計段階 ①部署別運営計画 

（供給元・供給先業務分担） 

②動線計画の検討 

③スペースプランの検討 

３．運営詳細検討段階 

（工事段階） 

①運営仕様書（運営を外注する場合） 

②ハードウエア条件設定 

③物品管理システム（情報システム）仕様書 

④特殊材料（直納品・委託在庫）の運用 

４．運営準備段階 ①データベース設定（定数・供給頻度） 

②物品のアロケーション（配置） 

③運営トレーニング（リハーサル） 

５．運営段階 （定数の見直し等） 
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今後の、物流管理システムの構築については、①設計・建築に反映させるもの、②医療

情報システムにおける物品管理システム（情報システム）に反映させるもの、③運用体制

を前提（外注等）とするものに分かれ、これらを考慮しながら各段階の計画を進める必要

がある。 

 

（２）今後のシステム機能向上の課題 

現病院及び新病院においては、現状の運用・システムを踏襲する前提であるが、診療報

酬体系の改定や医療技術の進歩、医療を取り巻く経済情勢の変化に対応し、物流管理シス

テムにおいても機能向上を図らなければならない。特に、直納品・持込品・（一部）預託在

庫品といった特殊な在庫管理が実現できるよう、例えば二次元バーコードを利用したシス

テム対応についても検討すべきである。また、将来的には、現在実施されているＤＰＣや

将来的なＤＲＧ導入を考慮し、情報システムを活用することにより消費管理を徹底し患者

単位での消費量の把握に繋げることも必要となる。 
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用 語 集 

 
1 保健医療圏 

保健・医療・福祉の連携と施策の効果的な展開を図る地域単位。限られた医療資源の適正な配

置と機能連携を図り、医療提供体制の充実を推進するための地域単位として、自然的条件及び社

会的条件も踏まえ保健医療圏を設定する。 

また、2次保健医療圏は医療法第 30条の 3第 2 項第 1号の規定に基づき主として病院の病床の

整備を図る地域的単位として設定され、療養病床及び一般病床の基準病床数を設定する。 

 
2 基準病床 

基準病床数は、都道府県で定められる医療計画において、医療法第 30条の 4第 2項第 12号の

規定により、二次保健医療圏における療養病床及び一般病床、並びに県全域における精神病床、

感染症病床及び結核病床が定められる。 

この基準病床数は、医療圏内の病床の適正配置を促進し、各地域における医療提供体制の確保

と医療水準の向上を図るために設定するもので、既存病床数が基準病床数を上回る場合には、原

則として病床の新設又は増加が制限される。 

 
3 平均在院日数 

患者が入院してから退院するまでの日数を一定の期間で平均したもの。 

 
4 ＤＰＣ（診断群分類包括評価） 

Diagnosis Procedure Combination の略。入院患者の診療報酬額について、従来の出来高払い

ではなく、診断群分類に従った定額払いをする包括評価制度。患者が該当する診断群分類（ＤＰ

Ｃ）の点数に入院日数と病院ごとの係数を乗じて算定する診療報酬点数に、出来高部分の点数を

加えたものが、その患者の入院医療費となる。この計算方式が適用されるのは、入院基本料や検

査、投薬、注射、画像診断などで、手術、高額な処置、リハビリなど技術料部分は、従来通りの

出来高払い方式が適用される。 

 
5 病床利用率 

病床利用率とはベッドの利用の程度を示す指標であり、次式で算出される。 

病床利用率(％)＝入院患者延数÷許可病床延数×100 

 
6 クリティカルパス 

入院治療計画表のことで、より質の高い医療の提供を目的として、入院から退院までの計画を

立てる。 

 
7 病院群輪番制病院 

休日や夜間に緊急の手術、入院治療の必要時に、安心して救急医療を受けられるように、年間

を通して輪番により交替で救急医療を行う体制のこと。 

救急車により直接搬送されてくる、又はかかりつけの診療所など第１次救急医療機関から転送

されてくる重症救急患者に対応するための医療機関を整備している 制度で、第 2次救急医療機関

で行っている。 

 
8 7：1看護 

看護配置基準の一つで、看護職員が平均して患者７人に対し、１人配置されていることを意味

する。 
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9 急性期医療 

病気になって直後の時期（通常、発症から 7日間程度）における医療。この時期には人的、物

的に集中した医療行為が行われ、高度の医療設備、多くのスタッフが必要となり全身管理が必要

となる。 

 
10 周産期医療 

周産期とは妊娠後期から新生児早期（妊娠 22週から出生後 7日目）までのお産にまつわる時期

を一括した概念をいい、この時期に母体、胎児、新生児を総合的に管理して母と子の健康を守る

医療のこと。 

 
11 がん診療連携拠点病院（都道府県がん診療連携拠点病院及び地域がん診療連携拠点病院） 

全国どこでも質の高いがん医療を提供することができるよう各都道府県において、専門的な医

療機関の整備とともに、連携協力体制の整備を図るほか、がん患者に対する相談支援及び情報提

供を行う目的で指定される病院のこと。 

都道府県がん診療連携拠点病院にあっては、都道府県に 1カ所、地域がん診療連携拠点病院に

あっては、2次医療圏（都 道府県がん診療連携拠点病院が整備されている２次医療圏を除く。）

に１カ所整備する。 

 
12 地域連携パス 

各患者の病気を治療していく上で必要な治療・検査やケアなど、治療開始から終了までの全体

的な治療計画で、地域の医療機関等で共有するもの。地域完結型の一貫した医療サービス提供(急

性期病院から回復期病院を経て自宅に戻り、かかりつけ医にかかる等)を目的としている。 

 
13 災害拠点病院 

災害発生時に負傷者の受入れや医療救護班の派遣を行う等、災害時の医療救護活動において拠

点となる病院。 

 
14 地域災害医療センター 

災害拠点病院には、地域災害医療センターと基幹災害医療センターがある。 

地域災害医療センターは、災害時に多発する重篤患者の救急医療を行うための診療機能や、被

災地から重症患者を受け入れる機能、医療救護班を被災地に派遣する機能などがある病院で、基

幹災害医療センターは、地域災害医療センターの機能に加え、要員の訓練・研修機能を備えた病

院。 

 
15 電子カルテ 

従来医師・歯科医師が診療の経過を記入していた紙カルテを電子的なシステムに置き換え、電

子情報として一括してカルテを編集・管理し、データベースに記録するシステム。 

 
16 ＢＳＣ 

ＢＳＣ（バランストスコアカード）とは、財務、顧客、業務プロセス、学習と成長の 4つの視

点から、経営戦略を日常業務の具体策へ落とし込み、これを評価していく業績評価システムのこ

と。 
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17 セカンドオピニオン 

患者が検査や治療を受けるに当たり、主治医以外の医師に意見を求めることを指す。複数の専

門家の意見を聞くことで、より適した治療法を患者自身が選択していくべきという考え方に沿っ

たもの。 

 
18 フリーアドレス制 

特殊な設備を保有する診療科を除き、診療科毎に診察室を特定しないで、患者数や医師数に応

じて診察室を振り分け、診察室を効率的に使用する方法のこと。 

 
19 ブロック受付 

外来の受付形態の一つで、内科系や外科系、小児科と産婦人科など、関連性のある診療科の診

察室をそれぞれひと固まりのブロック単位にまとめ、そのブロックごとに受付を配置することを

指す。 

 
20 アメニティ 

患者にとって，居心地の良い快適な療養環境や院内環境などのこと。 

 
21 ＩＣＵ 

intensive care unit の略。重症患者を収容・管理し集中的に治療を行う部門、集中治療室。 

 
22 ＣＣＵ 

Coronary Care Unitの略。冠疾患集中治療室。主に急性心筋梗塞等の冠状動脈疾患の急性危機

状態の患者を収容し、厳重な監視モニター下で持続的に管理する治療室。 

 
23 看護単位 

病院の看護体制を形成する一要素で、看護の機能を管理する目的で、看護の対象と看護要員を

区分する単位。 

 
24 ＮＩＣＵ 

Neonatal Intensive Care Unit の略。新生児特定集中治療室。新生児の治療に必要な保育器、

人工呼吸器等を備え、24時間体制で集中治療が必要な新生児のための治療室。 

 
25 ＬＤＲ室 

Labor Delivery Recovery 室の略。陣痛、分娩、回復を１つの室で行うことができるようにし

た室。 

 
26 中央配膳 

主厨房で調理・盛り付けをし、病棟へ運ぶ配膳方法。 

 
27 ＩＶＨ 

中心静脈栄養法の略。主に手術後や消化器疾患などで、必要栄養量を経口摂取できない患者に、

鎖骨下の大静脈に留置カテーテルを挿入して、高カロリー輸液で栄養補給をする術式のこと。 

 
28 サテライトファーマシー 
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主となる薬剤部から離れて、病棟内に存在する薬局のことで、医師や看護師と協力し患者に適

切な薬物療法が行われることを目的とする。 

 

29 デイルーム 

談話室。 

 
30 オンコール 

自宅等に待機することにより、緊急時に呼び出せる状況になっていること。 

 
31 ＣＴ 

Computeｄ Tomography の略。コンピュータ断層撮影。人体のある断面を映像化し、病変などを

検査する装置。 

 
32 デイサージャリー 

日帰り手術のこと。 

 
33 ＣＰＣ 

臨床病理症例検討会の略。臨床医・病理医・検査担当医などが、診断や診療のプロセスの妥当

性を討論する症例検討会。一般的には剖検（病理解剖）が行われた症例を対象として、診療行為

を見直しなど、今後の治療に役立てる取り組みを評価する指標とする。 

 
34 医薬品情報管理（ＤＩ）室 

Drug Informationの略。薬に関する多くの情報を収集・整理し、医療関係者や患者等に対しそ

れぞれの立場にたって最も必要な情報を提供する業務。副作用の防止など、薬が安全かつ最適に

使用されるために重要な役割を果たす。 

 
35 ＮＳＴ 

栄養管理を症例個々や各疾患治療に応じて適切に実施することを Nutrition Support（栄養サ

ポート）といい、この栄養サポートを医師、看護師、薬剤師、管理栄養士、臨床検査技師などの

多職種で実践するチームのこと。 

 
36 ＭＲＩ 

Magnetic Resonance Imaging の略。核磁気共鳴の物理現象を応用して、人体の断層撮影や含有

物質の同定を行う方法。また、その装置。磁気共鳴映像法。 

 
37 ＲＩ 

核医学設備のこと。被検体内に放射性同位元素（RI「Radio Isotope」）で標識した薬剤を投与

し、RIから放出されるガンマ線を体外から測定することで体内 RI分布を画像化する装置。 

 
38 ＰＡＣＳ（医用画像情報システム） 

Picture Archiving and Communication System の略。画像を電子保存し、オンラインで配信するシ

ステムのこと。 

 

 
39 ＳＰＥＣＴ（ガンマ・カメラ） 
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 微量の放射線（ガンマ線）を放出する放射線元素を含んだ薬剤を静脈注射し、ガンマ・カメラ

により検出した薬剤の濃度分布をコンピュータ処理により画像化する装置。 

 
40 ＣＴシミュレーター 

放射線治療を実施する前に最適な照射範囲や方向を決め、治療計画を作成する際、照射範囲や

位置を決定するのに使用される装置のこと。 

 
41 ＲＩＳ（放射線部門情報システム） 

Radiology Information Systemの略。主に放射線機器による検査と治療の予約から検査結果ま

での管理を行うシステムのこと。 

 
42 ＭＥ機器 

 医用工学（ＭＥ「Medical Engineering」）を応用して開発された機器。人工呼吸器、高圧治療

装置、人工心肺装置、血液浄化装置など多種多様な医療機器のこと。 

 
43 ＤＷＨ 

Data Warehouseの略。情報の倉庫として、診療、臨床研究、経営などにデータを有効に活用す

るために、抽出・収集し、整理・蓄積し、活用できるようにしたデータの集合体のこと。 

 
44 登録医 

患者の紹介、逆紹介や開放型病床の利用による共同診療などで、病院と連携を図り、患者に一

連の継続した医療を提供できるように協力体制を組んでいる地域の医師のこと。 

 
45 ＳＰＤ 

Supply Processing & Distributionの略。物品（診療材料や薬品等）の標準化や物流・業務の

効率化を図ることにより、購買管理・在庫管理・搬送管理・消費管理等を一元管理する物流管理

システム。 

 
46 新医師臨床研修制度 

診療に従事しようとする医師は、2年以上の臨床研修を受けなければならないと平成 16年 4 月から

必修化された制度。 
臨床研修の理念は、医師が、医師としての人格をかん養し、将来専門とする分野にかかわらず、医

学及び医療の果たすべき社会的役割を認識しつつ、一般的な診療において頻繁に関わる負傷又は疾病

に適切に対応できるよう、プライマリ・ケアの基本的な診療能力（態度・技能・知識）を身に 付ける

ことのできるものでなければならないとされている。 

 
47 ejnet 

内閣府認証の特定非営利活動法人 ejnet 「女性医師のキャリア形成・維持・向上をめざす会」。

定款に記載された目的としては、「本会は立場の異なる女性医師たちが各々の価値観の違いを調

和させつつ、各々のニーズに合わせて医療技術・技能練習をはかれるように支援し、男性医師と

協働して、個々の女性医師のキャリア形成・維持・向上を実現するよう支えていくことをめざす」

とされ、女性医師の社会貢献と地位向上を支援している。 

 
48 ナース・プラクティショナー 

Nurse Practitionerは大学院において専門的な教育を受け、比較的安定した状態にある患者を

主たる対象として、自律的に問診や検査の依頼、処方等を行うことが認められた看護師のこと。

アメリカではクリニカル・ナース・スペシャリスト・麻酔看護師・助産師と共に上級実践看護師 

(Advanced Practice Nurse)の一つとして位置づけられている。 


